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1. 業務の概要 

1-1 業務の背景 

ミャンマーに於いて、農業セクターは食糧生産・供給、輸出、雇用面で極めて重要であるが、

灌漑率は周辺 ASEAN 諸国よりも低く、維持管理予算を増加して改修を進めてはいるが、大規模な

改修・整備は十分実施できていない。このため、JICA は、本業務発注段階で、バゴー地域におい

て灌漑施設の整備・改修並びに必要機材の整備を行うことを目的とした有償資金協力事業「バゴ

ー地域西部灌漑開発事業」（以下、「借款本体事業」とする）の実施の準備中であった。事業実

施機関はミャンマー政府農業灌漑省灌漑局で、バゴー地域ピィ郡（バゴー西部であることから、

以下「バゴー西部」とする）の北ナウィン灌漑地区、南ナウィン灌漑地区、ウェジ灌漑地区、お

よびタヤワデイ郡のタウンニョ灌漑地区の 4 つの灌漑地区を対象とし、工事は直営方式で行うこ

ととした。 

灌漑局（Irrigation Department: ID）は、1984 年に借款契約を調印した「南ナウィン灌漑事

業」以来円借款事業の実績は無く、また他の援助機関による事業もほぼ停止していたことから、

援助資金による事業実施の経験が不足しており、円借款事業の管理及び施工監理に係る能力向上

を図る必要が有った。また、北ナウィン灌漑地区及び南ナウィン灌漑地区については、詳細設計

に相当する準備が事業実施前に整う予定であったとから、借款資金により雇用されるコンサルタ

ント（以下「借款本体コンサルタント」とする）の業務開始（2015 年 3～4 月頃の業務開始が想

定されていた）を待たず施工を開始する予定であった。 

これらのことから、借款本体コンサルタントの業務開始以前に実施される調達、資金ディスバ

ース等の借款事業の管理及び施工監理が適切に行われるよう、灌漑局への支援が必要であった。 

1-2 業務の目的 

本業務の目的は、以下の 2点に集約された。 

① 灌漑局が借款本体事業の適切な実施に必要とする円借款事業管理及び施工監理の能力強化

を支援すること。 

② 借款資金で雇用される借款本体コンサルタントが着任する迄の間、適切に事業管理及び施

工監理が行われるよう支援すること。 

具体的には、以下の達成を図ることを目的とした。 

- 灌漑局内に設置される事業実施委員会（Project Implementation Committee: PIC）の機

能と役割を適切かつ明確に規定し、また PIC 委員及び事業関係者による PIC の機能と役割

に係る的確な理解を図り、PIC の適切かつ効率的な運営を担保すること。 

- 灌漑局地方事務所に設置される事業管理ユニット（Project Management Unit: PMU）の機

能と役割を適切かつ明確に規定し、ユニットメンバー及び事業関係者による PMU の機能と

役割に係る的確な理解を図り、PMU の適切かつ効率的運営を担保すること。 

- 先行して着工する北ナウィン灌漑地区及び南ナウィン灌漑地区整備に於いて、適切な資機

材等の調達と支出管理を担保すること。 

- 灌漑技術センター（Irrigation Technology Center: ITC）の施工監理業務（施工部局が

行う施工管理（品質管理、安全管理、工程管理、出来高管理）に関する点検・指導を含む）
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の能力を強化すること。 

- 環境社会配慮のモニタリングを担当する灌漑局調査課(Investigation Branch)の環境社会

配慮に関する能力を強化すること。 

1-3 業務の実施者 

上記の必要性の下、 JICA は 2014 年 1 月 22 日付けで本業務を実施するコンサルタントを公募

し、提出のあったプロポーザル評価の結果、（株）グローバル・グループ 21 ジャパンと（株）三

祐コンサルタンツの共同企業体が受託し、2014 年 3 月 25 日に業務実施契約が締結された。 
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2. 活動内容 

2-1 業務実施の要員 

業務開始時には、総括／円借款実施促進支援に円借款受け入れ体制整備/ 調達担当部門支援/ 

資金管理部門支援等の経験を有する田辺輝行、施工監理能力強化に東南アジア等における灌漑事

業の計画立案から実施、維持管理、事後評価までの一連の業務に精通する森建彦、円借款資金管

理支援に海外経済協力基金（OECF）/ 国際協力銀行（JBIC）における調達及び貸付実行業務の経

験を有する玉石錬太郎、環境社会配慮関連業務能力強化に ODA プロジェクトの環境・社会配慮業

務経験があり、かつこれまでに本灌漑事業に係わり現地状況を熟知している石川秀樹を配置した。 

本業務実施中に、“2-3 業務実施の内容”に記すとおり、灌漑施設工事着工の遅れから施工監

理能力強化支援業務の実施が困難となる一方、建機・農機の調達支援が必要となったため、本事

業の協力準備調査で機械類を担当した新井伸一、及び須藤晃、日笠基嘉の 3名を追加で投入した。 

同様に、灌漑施設工事着工の遅れから環境社会配慮団員の残業務も、工事実施期間中に行うこ

とを想定した環境モニタリングに係る指導の側面よりも、事業実施官庁による事業の住民説明の

メカニズム、状況、内容、モニタリング体制確認といった社会配慮面が工事実施前に重要となっ

たことから、社会配慮面により精通した澤田陽士に団員を交代して業務を行った。 

氏  名 担 当 業 務 所属先 

田辺 輝行 総括／円借款実施促進支援 （株）グローバル・グループ 21 ジャパン

森 建彦 施工監理能力強化 （株）三祐コンサルタンツ 

玉石 錬太郎 円借款資金管理 （株）グローバル・グループ 21 ジャパン

石川 秀樹 環境社会配慮関連業務能力強化 （株）三祐コンサルタンツ 

澤田 陽士 環境社会配慮関連業務能力強化 （株）三祐コンサルタンツ 

新井 伸一 調達促進支援(1) （株）三祐コンサルタンツ 

須藤 晃 調達促進支援(2) （株）三祐コンサルタンツ 

日笠 基嘉 調達促進支援(3) （株）三祐コンサルタンツ 

 

2-2 業務実施の体制 

 本業務は、（株）グローバル・グループ 21 ジャパン（以下 GG21）と（株）三祐コンサルタン

ツ（以下 SCI）が、前者を幹事とする共同企業体を結成して行った。具体的には、GG21 代表取締

役 武田薫が JV 全体の業務統括者として、SCI 海外事業本部長 橋口幸正と協力して管理体制を整

え、契約･精算業務支援（担当は GG21 業務部 木田暁子/SCI 営業担当執行役員 中曽根知幸）、技

術支援（担当は GG21 取締役 枦山信夫/SCI 海外技術 1 部長 日笠基嘉）、危機管理支援（担当は

GG21 業務部 木田暁子/SCI 企画推進部主幹 中神芳春）を、GG21 シニア・コンサルタント田辺輝

行を総括とする業務実施チームに対して行った。 

ミャンマーに於いては、必要な情報収集及びロジスティックスを含む業務支援を、SCI ヤンゴ

ン事務所が行った。 

また、本業務のために雇用された会計や灌漑事業施工の経験を有する複数名の現地補助員が、
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特に現地業務の際のサポートを行った。 

2-3 業務実施の内容 

業務計画書の「2-4 業務のフローチャート」（本業務完了報告書 別添 1.）に沿って業務を開

始した。その後第 1次現地業務実施中に、当初 2014 年 3-4 月に予定されていた借款契約（LA）調

印の遅れにより 6-12 月の雨季に施行を予定した灌漑施設関係の工事開始の目途がたたなくなっ

たこと、また LA はその後 2014 年 9 月上旬に調印されたが、その時点では準備が間に合わなかっ

たことから、2014 年中の雨季の工事実施が断念された。 

これらへの対応について JICA 東南アジア・大洋州部と協議を随時行い、①「円借款実施促進支

援」及び「円借款資金管理支援」は、当初予定した業務の実施時期を若干調整して、第 2-3 次現

地業務を実施した、②「施工監理能力強化」は、第 2 次現地業務の実施を見送り、その間に「施

工監理マニュアル」を前倒しで作成し、そのドラフトを第 3 次現地業務で灌漑局に説明した、③

「環境社会配慮関連業務能力強化」も、想定していた施行中の支援等が行えないことから、第 2-3

次現地業務の実施を見送った。 

その後、JICA と先方政府との協議の結果、建機・農機の調達支援業務の必要性が高まったこと

から、施工監理能力強化業務に予定していた人月を活用して、調達促進支援のための団員を 3 名

投入し、2015 年 2 月の現地業務完了時期迄同支援業務を行うこととなった。 

ミヤンマー政府は建機・農機の調達を 2015 年 10 月までに了することを強く要望しており、そ

のためには 2015 年 3 月～4月にかけての調達支援が必要不可欠であったが、その後業務開始時

期を 2015 年 3-4 月と想定していた借款本体コンサルタントの選定の遅れにより、2015 年 3 月～

4月に予定される建機・農機の契約交渉、前払い支援を行うことができなくなることから、本業

務期間を 4月迄延長し、かつそのための人月が追加された。 

これに伴い、業務完了報告書（案）の灌漑局に対する説明時期が 2月下旬から 4月に、また業

務完了報告書の提出時期が 2015 年 3 月上旬から 4月末へと変更された。 

尚、本体事業の遅延により、環境社会配慮団員の残業務も、工事実施期間中を想定した環境モ

ニタリングに係る指導の側面よりも、事業実施官庁による事業の住民説明のメカニズム、状況、

内容、モニタリング体制確認といった社会配慮面が工事実施前に重要となったことから、業務の

重点をそちらに移し、かつ団員をそれにより適した専門家に交代して実施した。 

実際に行った業務内容は、以下のとおりである。 

[1] 国内準備作業（2014 年 3 月下旬～4 月上旬） 

[ 1-1 ] 調査の目的、趣旨、調査方法、現地業務行程等の確認 

本業務が円借款事業実施に伴う支援事業であることを踏まえ、また現地政府の直営事業である

ことから通常の建設事業実施とは異なる点に留意した。さらに、ミャンマー側、日本側の手続き

で時間を要する可能性がある項目を予め抽出し、JICA との打ち合わせ及び第 1次現地業務の際に

それらの進捗を確認できるようにした。 

[ 1-2 ] 事業内容、進捗状況、実施機関等の確認・把握 
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事業内容、進捗状況（資材調達、コンサルタント雇用等）について、JICA 及び三祐コンサルタ

ンツ・ヤンゴン事務所を通じて確認と把握を行った。また、その時点で灌漑局（ID）は LA 締結後

すぐの資材調達開始を目指していたことから、 新の現地情報を得ることに留意した。 

[ 1-3 ] JICA の調達ガイドライン及びミャンマー国内の関連手続きの確認 

JICA 調達ガイドラインとともに、ミャンマー国内における関連手続きを再確認した。情報の入

手は、三祐コンサルタンツ・ヤンゴン事務所を通じ、灌漑局調達課長及び建設二課長から行い、

制度及び手続きの変更の有無の確認に留意した。 

[ 1-4 ] 業務計画書、ワークプラン作成 

既に入手していた情報に加え、新たに確認した情報を基に、業務計画書とワークプランを作成

した。 

[ 1-5 ] 現地調査計画・対処方針（案）の検討・作成、JICA との協議 

現地調査計画、対処方針（案）が記載された業務計画書及びワークプランを取り纏め、JICA 東

南アジア・大洋州部と協議を行い、協議の中で出た内容を反映させ、対処方針を 終化させた。 

[ 2 ] 第 1 次現地業務（2014 年 3 下旬～5 月下旬） 

4 月半ばにミャンマー正月によりミヤンマー政府が休暇となる期間があったため、先ず「総括/

円借款実施促進」担当者が 3月 30 日から 4月 6日迄の約 1週間、先行してミヤンマーを訪れ、下

記[2-1]、[2-2]、[2-3](1)(2)(3)(4) を行い、正月の休暇期間中は一旦帰国し、休暇明けの 4 月

22 日からチーム全員が第 1次現地業務を行った。 

[ 2-1 ] JICA ミャンマー事務所への説明と協議 

現地業務開始時に JICA ミャンマー事務所に業務計画書・ワークプランを提出し、業務計画の確

認を行った。また、JICA ミャンマー事務所との連絡方法等について確認した。 

[ 2-2 ] 灌漑局（ID）への業務内容説明と確認 

灌漑局に対してワークプランを基に業務内容を説明し、業務内容・計画の確認を行った。現地

作業場所が大きく 3 か所に分かれること、それぞれの業務内容・スケジュールが異なることを説

明し、それぞれのカウンターパート/ロジスティックスの確認も併せて行った。また、本業務従事

コンサルタントと円借款の下で雇用される借款本体コンサルタントの選定手続きとの関係で利益

相反（conflict of interest）等の問題/疑念が生じないよう、留意する必要があること、注意喚

起した。 

[ 2-3 ] 事業管理能力強化（ネピドー及びバゴー西部が活動拠点） 

総括／円借款実施促進支援担当者が、下記(1)(2)(3)について、バゴ－西部で業務を行った期間

及び移動に要した日を除き、4 月 22 日から 5 月 16 日の間にネピドーに於いて行い、また(5)(6)

について、バゴ－西部に於いて 5月 4日から 5月 9日の間に行った。 

また、円借款資金管理支援担当者が、下記(4)について、バゴ－西部で業務を行った期間及び移
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動に要した日を除き、4 月 22 日から 5 月 11 日の間にネピドーに於いて行い、下記(7)について、

バゴ－西部に於いて、5月 4日から 5月 9日の間に行った。 

(1) 円借款制度/各種手続きに係る助言・指導 

ネピドーの灌漑局本局に於いて、本業務内容の説明・確認後、円借款制度/各種必要手続きに係

る灌漑局の理解度を確認し、必要に応じ適切な機会を設けて説明・助言・指導を行った。 

借款契約（LA）の調印は近々とされていたが、調印されても発効しなければ資金のディスバー

ス等が行われず事業の遅延に繋がることから、LA 発効手続きの進捗についても留意する方針であ

ったが、借款契約（LA）の調印が第１次現地業務期間中に完了しなかったため、第２次現地業務

期間中にフォローアップを行うこととした 

また、借入人･実施機関は案件進捗報告書（PSR: Project Status Report）を作成して JICA に

案件進捗報告を行う必要が有ることを説明し、PSR のフォーマットを手交してその作成方法等に

ついて助言・指導を行った。 

(2)PIC 立ち上げに係る助言・指導 

灌漑局本局に於いて、PIC の設立、機能と役割、決裁権限、業務フロー等についての助言・支

援を予定していたが、LA 締結の目途がたたないため設立未了であることが確認されたため、第 2

次現地業務以降にフォローアップを行うこととした 

(3) 灌漑局本局における調達に係る助言・指導 

灌漑局本局に於いて、本事業全体の調達手続き、調達品目、全体のコーディネーション、決裁

権限、必要な手続き、業務のフロー等を先ず確認した。 

調達の適切かつ円滑な実施のため、JICA の調達手続きの概要と原則を、先ず直接の担当である

調達課長に説明した。また、これらの理解は局内関係者にも浸透させる必要があることから、直

接の担当者に限ることなく、関係者に広く説明すべく心がけた。 

灌漑局本局に於いては、国際競争入札（ICB）により建設/農業機械が（この調達支援は、第 1

次現地業務の間は本業務の対象外であった）、国内競争入札（LCB）により鉄筋/セメントが、そ

して随意契約によりディーゼルオイルを調達することが予定されていた。調達の直接担当者とな

る調達課長及び局内関係者に対して、JICA 事業に於いて心得るべき点について、詳細かつ具体的

な助言・指導を行った。 

現地競争入札（LCB）に JICA 調達ガイドラインは直接的には適用されないが、同ガイドライン

の精神を遵守し、その基本原則である経済性（Economy）/効率性（Efficiency）/ 透明性

（Transparency）/公平性(Non-Discrimination)等を尊重した調達手続きが求められることについ

ても理解を図った。 

(4) ID 本局における資金管理/ディスバースメントに係る助言・指導 

貸付実行請求書類等の作成や、貸付実行に向けた関係機関間（実施機関、財務省、Agent Bank

等）との連携・調整について指導・支援を行うに際し、先ず JICA に対して借入人を代表する財務

省との間の手続き、また JICA からのディスバースを行う Paying Bank 及び灌漑局の本事業用の口
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座(Designated Account)を設ける Agent Bank における手続き等を規定する Banking Arrangement

締結等の手続きが必要であることを説明した。 

直接の担当者に対しては、詳細かつ具体的にディスバース手続きに係る助言・指導を行った。

その際に、①ディーゼル燃料/鉄筋/セメント及び②現地調達資材（砂/骨材/材木他）にはアドバ

ンス方式(Advance Procedure)が、③建設/農業機械及び④コンサルタントにはトランスファー方

式(Transfer Procedure)が適用されることから、「アドバンス方式（2012 年 12 月）英文」及び

「トランスファー方式（2012 年 8 月）英文」を手交すると共に、両貸付実行方式に係るパワーポ

イント説明資料を使用しながら説明し、適切な理解を図った。更に、見本を例示しつつ、Request 

for Disbursement/Summary Sheet of Expenditure/Reconciliation Statement 等のディスバース

メント請求書類作成等の説明を行った。 

また、借款資金のディスバースは、本事業に係る支出のみに対してなされるので、かつ JICA に

対するディスバース請求は本事業に係る支払いに限定する必要があること、注意を喚起した。 

更に、本事業においては、支払い関係手続きが複数の部署でなされることから、全体のコーデ

ィネーション、決裁権限、必要な手続きと業務のフローについても十分留意して確認し、必要な

助言・指導を行った。 

(5) PMU 立ち上げに係る助言・指導（バゴー西部で実施） 

バゴー西部の建設二課に於いて、PMU の設立、機能と役割、決裁権限、業務フロー等について

の助言・支援を行うことを予定していたが、LA 締結の目途がたたないため設立未了であることが

確認されたため、第 2次現地業務以降にフォローアップを行うこととした。 

(6) バゴー西部における調達に係る助言・指導 

建設現場となる現地での砂利、骨材、材木などの調達は、建設二課（Construction Circle (2)）

とバゴー西部維持管理事務所（MDBW）による現地競争入札（LCB）、見積もり合わせ等が予定され

ており、この調達手続きについては、JICA 審査時に協議がなされていたことから、その手続きを

確認した上で、JICA との合意どおりに手続きが適切に行われるよう、助言・指導を行った。 

特に現場調達においては、小規模な調達が多数予想されること、また本部調達された物品の納

品確認・保管も必要であることから、これら全体のコーディネーション、決裁権限、必要な手続

きと業務のフローを確認し、必要な助言・指導を行った。 

(7) バゴー西部における資金管理/ディスバースに係る助言・指導 

建設二課に於ける支払い方法・手続きの確認を行った。その結果、現地での調達に伴う支払い

に限らず、本部で調達するセメント等の資材の支払いのもバゴー西部でなされることが判明し、

その手続きの詳細も確認した上で、資金管理とディスバース請求関係手続きについて、上記調達

に係る助言・指導等と併せて、必要な支援を行った。 

[ 2-4 ] 施工監理能力強化（バゴー西部を活動拠点） 

施工監理能力強化担当者が、下記業務を、4月 24 日にネピドーの灌漑局本局で担当業務の説明・

打ち合わせを行った後、移動に要した日を除き、4 月 22 日から 5 月 24 日の間にバゴ－西部に於

いて行った。 
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(1) ITC による業務内容及び業務実施計画の確認 

ITC による施工監理業務は今回が初めてであるため、ITC による業務内容、実施計画を ITC と協

議する前に、現在までにバゴー西部で行われている工事の施工とその管理状況を聞き取り、実態

を踏まえたうえで ITC のメンバーと合流し、施工監理に関する協議を進めることが適切と判断さ

れた。そのため、ITC 本部があるバゴー市ではなく建設二課（Construction Circle (2)）のある

バゴー西部（ピィ市）に移動し、業務を開始した。 

建設二課に対しては、まずワークプランを使用して業務内容を説明した。その中で、バゴー西

部地域の今 2014 年度の事業実施体制について JICA との審査時ミニッツ(MD)の Attachment 9 およ

び 10 により説明し、PIC/ PMU/ ITC の関係、役割を確認した。 

バゴー西部地域での北ナウイン、南ナウイン事業の現地調査および現在までにバゴー西部で行

われている工事の施工とその管理状況について調査を進めながら、一方では ITC に対し施工監理

を担当するメンバーとの協議の実施を要請した。しかし、ITC は、バゴー西部地域での今年度の

工事での施工監理を実施するとの認識はなく、数度にわたる協議の要請に対し、対応するとの返

答は得られなかった。 

終的には、ITC が本年度工事の施工監理を行う必要があるとの再度の JICA ミヤンマー事務所

から灌漑局副局長への申し入れにより、灌漑局本部から ITC への施工監理実施を指示するレター

が発出され、第 1 次現地調査の現地 終日に、バゴー市で ITC と施工監理に関して協議を実施す

ることができた。 

 ITC は従来より灌漑局の事業において品質管理を担当してきているが、基本的にはダムや橋梁

などの大型の構造物が対象であり、バゴー西部地域での灌漑事業のように多数の小さな構造物の

補修工事のようなケースでは、あまり品質管理などは行われていないとのことであった。 

これまで JICA と灌漑局とが協議して合意形成した MD に示される事業実施体制では、ITC のア

シスタント・ダイレクター（AD）がインスペクション・マネージャー(IM)を務めることになって

いる。しかし ITC からは、個人を固定するこの方式の運用は、ITC には他の業務も多くあること

から困難であるとの意見が出された。 ITC および灌漑局本部の認識では、ITC が、バゴー西部地

域事業における Inspection Management Office （IMO）として機能し、IMO が判断して IMO から

施工監理(SV)他のメンバーをピィのバゴー西部地域灌漑事業の建設現場に派遣する方式が適切と

考えており、現地に派遣する SV の要員は固定せず、状況および SV 内容に応じて適切な人員を派

遣する考えであり、その時点では SV として派遣する要員は Staff Officer 1 名と 2名の Quality 

Control の補強要員を考えているとのことであった。 

(2) 施工監理支援対象と手続き 

施工監理（SV）の実施方法に関しては、SV のためのインプリメンテーション・マニアルを作成

する必要があり、同マニュアルのドラフトを実際の工事で運用し、実際的なマニュアルにして行

く計画であることに同意を得た。このため、今後 SV ドラフトを作成し、順次メールなどで ITC に

送付し、確認、修正していく方針とした。 

(3) 詳細設計相当の情報レビュー、業務実施計画（案）・業務体制（案）の作成・協議 

北ナウィン灌漑地区は 1966 年にユーゴスラビアのコンサルタント、また南ナウィン灌漑地区は

本邦コンサルタントにより 1984 年に設計が実施され、それぞれ 1976 年及び 1996 年に灌漑が開始
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されている。これらの事業の詳細設計資料と、先行する灌漑施設改修協力準備調査において整理

された設計資料を活用して詳細設計相当資料のレビューを行った。 

しかし、両地区とも建設当時の設計図面が保管されているが（部分的に支線数路線が欠落）、

実際に出来上がった水路施設とは異なっており、建設後の完成図（As-built Drawings）は残され

ていない。また仕様書も残されていない。なお、灌漑局のメインテナンス部門が水路の断面諸元

表を所有しており、灌漑施設改修協力準備調査での現地確認の結果、メインテナンス部門所有の

水路断面諸元表が正しいものと考えられるとのことであるが、水路勾配などの重要な諸元が示さ

れていない状況であった。 

なお、北および南ナウインとも 2014 年度の改修工事のための実施設計図面は作られていないが、

建設二課が Cost Estimation Document（数量計算・積算書）を作成している。数量計算・積算書

には、すべての寸法が記入された改修対象施設のスケッチ、必要な施設の仕様、仮設計画、材料

の調達、コストの積算などが含まれており、施工図面の役割をもつ。アシスタント・ダイレクタ

ー（AD）がこれを承認し、これにより、すべての工事が進められる。 

現地業務の時点では、2014 年工事分の数量計算・積算書は、北ナウインについては AD の承認

済みのものが作成されていたが、南ナウインは数量計算書段階であり、未完であった。その後、

建設二課により、施工を適切に進めるために、上記の数量計算・積算書に基づき具体的な工事仕

様、実施スケジュール、資機材計画等を検討し、業務実施計画(案)を作成する必要があった。 

(4) 受益農家の意見確認 

バゴー西部地域の現況灌漑施設の維持管理は、バゴー西部維持管理事務所（MDBW）により行わ

れているが、十分な予算が確保できていないため、職員給与やゲート・キーパーへの給与の支払

い、ダム施設のメインテナンスなどが優先され、水路施設の維持管理に割かれる予算は少なく、

メインテナンスは殆ど行われていないのが実態であり、僅かに、水路の水草の除草や、ブリック・

ライニングの補修が所々でおこなわれているに過ぎない。 

一方、灌漑局によれば、今後円借款で実施される灌漑施設リハビリテーションの事業内容につ

いては、Township Administration Office で毎月開催される Township meeting で広く広報がな

されており、受益住民は事業内容を十分把握している。また、事業内容に対する受益住民の意見

や要望は、Village Head Men（村代表）から Villages Administration に伝えられ、Villages 

Administration から Township meeting を通じて灌漑局に伝えられている。 

その結果として、北ナウインと南ナウインプロジェクトでは、水路横断橋梁の設置、サイホン

横断部での Cause Way や橋梁が設置される計画である。これらの大型の施設は受益住民の要望に

より設計に取り込まれたものであるが、実際の工事が開始されると、従来からの事例では、現場

サイトのサブ・アシスタント・エンジニア（SAE）に直接、受益住民や Village Head Men から、

道路や敷地のレベリングなどの小規模工事の要望が寄せられることが多く、灌漑局は状況の許す

限り対応してきており、本事業でも可能な範囲で対応していく予定とのことであった。 現地調

査時に受益農家を訪問し、上記の広報内容や事業の設計内容の把握状況を確認したが、あまり明

確な返答は得られなかった。 

[ 2-5 ] 環境社会配慮関連業務能力強化（ヤンゴンが活動拠点） 

環境社会配慮関連業務能力強化担当者が、下記業務を、4月 24 日にネピドーの灌漑局本局で担

当業務の説明・打ち合わせを行った後、移動に要した日を除き、4月 22 日から 5月 11 日の間に、
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灌漑省調査課で本事業を担当するスタッフが常駐しているヤンゴンに於いて行った。 

(1)環境管理・モニタリング計画の確認と支援 

灌漑局調査課が担当となるため、人員配置、既に準備されている環境管理計画及び環境モニタ

リング計画の項目とその内容について確認し、「大気汚染（5 物質）」及び「騒音・振動」につ

いては、機材によるモニタリング項目の測定期日を定めた具体的な業務実施計画の作成を支援し、

灌漑局本局へ提出した。 

また、「住民、一般のコメントに対する政府の対応状況」、「廃棄物」、「作業環境（安全を

含む）/事故」の事項については、工事を担当する建設二課とバゴー西部維持管理事務所がモニタ

リングの担当として予定されていたため、これらの項目については、現地において別途、その担

当部署となる建設二課及びバゴー西部維持管理事務所の担当者を配置する必要があることを説明

した。 

(2)必要機材の確認と調達支援 

モニタリングの項目は、大気汚染については 5 物質、騒音と振動及び風向風速計が対象となっ

ていたため、購入に必要なスペック決定を支援した。 

[ 3-1 ] 第 2 次現地業務（2014 年 6 月上旬～6月中旬） 

[ 3-1-1 ] 事業実施能力強化（ネピドー及びバゴー西部が活動拠点） 

総括／円借款実施促進支援担当者が、下記の内資金管理/ディスバース以外に関する業務につい

て、また円借款資金管理支援担当者が、下記の内資金管理/ディスバースに関する業務について、

バゴ－西部で業務を行った期間及び移動に要した日を除き、6月 9日から 6月 20 日の間にネピド

ーに於いて行い、またバゴ－西部に於いては 6月 10 日から 6月 14 日迄の間に行った。 

第 2 次現地業務において、各関係者が下記の事項に係る第 1 次現地業務での助言・指導を遵守

して業務が行われているかフォローアップし、必要に応じ追加的支援を行った。尚、第 1 次現地

業務と第 2 次現地業務の間の日本人専門家が不在の間も、現地雇用補助員（ローカルコンサルタ

ント）が担当専門家と連絡を取りつつフォローアップ行った。 

- 円借款の制度及び手続き（LA 発効を含む） 

- 事業の進捗状況/調達の状況 

- LA・調達ガイドラインへ等への準拠性/調達の適格性 

- ミャンマー政府内での各種手続きの状況 

- 貸付実行請求書類等の作成及び関係機関との連絡・調整 

- 進捗状況報告等、必要な JICA への報告 

個別の事項として、灌漑局の本事業用の円建ての口座(Designated Account)に加えてチャット

建てのサブ・アカウントを開設する必要性の有無について、特に留意して事実関係の確認及び意

見交換を行った。 

また、併せて第 1次現地業務で得た情報を踏まえて作成した調達及び資金管理/ディスバースに

係る標準手続き（案）を灌漑局本部及び建設二課に於いて説明し、先方のコメントを求めた。 
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[ 3-2 ] 第 3 次現地業務（2014 年 10 月上旬～2014 年 11 月上旬） 

[ 3-2-1 ] 事業実施能力強化（ネピドー及びバゴー西部が活動拠点） 

総括／円借款実施促進支援担当者が、下記の内資金管理/ディスバース以外に関する業務につい

て、バゴ－西部で業務を行った期間及び移動に要した日を除き、10 月 6 日から 11 月 1 日の間に

ネピドーに於いて行い、またバゴ－西部に於いては 10 月 19 日から 10 月 25 日迄の間に行った。 

また、円借款資金管理支援担当者が、下記の内資金管理/ディスバースに関する業務について、

バゴ－西部で業務を行った期間及び移動に要した日を除き、10 月 18 日から 11 月 1 日の間にネピ

ドーに於いて行い、またバゴ－西部に於いては 10 月 19 日から 10 月 25 日迄の間に行った。 

第 3次現地業務において、9月上旬の LA 調印後の必要手続きに重点を置き、各関係者が下記の

事項に係る第 2 次現地業務での助言・指導を遵守して業務が行われているかフォローアップし、

必要に応じ追加的支援を行った。尚、第 2 次現地業務と第 3 次現地業務の間の日本人専門家が不

在の期間も、現地雇用補助員（ローカルコンサルタント）が担当専門家と連絡を取りつつフォロ

ーアップを行った。 

- 円借款の制度及び手続き（LA 発効を含む） 

- 事業の進捗状況/調達の状況 

- LA・調達ガイドラインへ等への準拠性/調達の適格性 

- ミャンマー政府内での各種手続きの状況 

- 貸付実行請求書類等の作成及び関係機関との連絡・調整 

- 進捗状況報告等、必要な JICA への報告 

個別の事項としては、前回業務を踏まえて開設することとなったサブ・アカウントと既存の灌

漑局の口座との間の資金移動について、特に留意して事実関係の確認及び意見交換を行った。 

また、併せて、LA 発効後直ちに JICA 宛提出すべきディスバース書類の作成に係る助言・指導、

法人税の源泉徴収の取り扱いに係る事実確認・対応協議にも留意して業務を行った。 

[ 3-2-2 ] 施工監理能力強化（バゴー西部を活動拠点） 

LA は 9 月上旬に調印されたが、借款契約締結の遅れを反映して灌漑局が灌漑施設の工事は本

2014 年の雨季（6-12 月）には行わないとしたことから、施工監理能力強化業務については、施行

監理マニュアルを当初予定よりも早い時期に完成させる方針とし、10 月 25 日から 11 月 1 日迄の

間に、第 3次現地業務として、施工監理マニュアル（案）をネピドーの ID 本局及びバゴー西部の

建設二課に於いて説明した。 

(1) ITC への助言・指導 

第 1 次現地調査および第 3 次現地調査までの国内作業の期間に施工監理マニュアル(案)を作成

した。2014 年 8 月には、施工監理マニュアルの素案を JICA に提出し、安全管理部分の補強の指

示を受け、2013 年 7 月に JICA および The Overseas Construction Association of Japan, Inc. に

より作成された“The Guidelines for the Management of Safety for Construction Works in 

Japanese ODA Project (Preliminary Draft)” の大部分を引用して施工監理マニュアル(案)に編

集した。 

当初は、作成した施工監理マニュアルの素案をもとに、実際の工事施工において ITC が行う施
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工監理にマニュアルを適用し、その過程で ITC への助言・指導を行うとともに、さらにマニュア

ルを現場に応じた実現性のあるものに修正して行く計画であった。しかし灌漑局が今年度の灌漑

施設の工事を行わない事としたため、実際の施工監理は行われないこととなった。このため、本

年度での ITC による施工監理の役割はなくなり、ITC への助言・指導も行う必要がなくなった。 

施工監理は、施工部局である建設二課が行う施工管理（品質管理、出来形管理、工程管理、安

全管理）に関し、点検、確認、指導を行うものがあると考えられることから、施工監理マニュア

ルは、施工部局が行う施工管理の内容や実施方法などに関しての記述が大部分を占めている。こ

のため、作成したマニュアル(案)は施工部局である建設二課に対し 2 日間をかけて説明し、コメ

ントを求めた。 

その後、先方のコメントを踏まえて英文及びミャンマー語訳を完成させた。 

(2) 現場調達支援等 

上述[3-2-1]のとおり、施工監理能力強化担当ではなく、円借款実施促進支援担当者が行った。 

[ 3-3 ] 第 4 次現地業務（2014 年 11 月中旬～2015 年 1 月下旬） 

[ 3-3-1 ] 事業実施能力強化（ネピドー及びバゴー西部が活動拠点） 

(1) 実施促進/資金管理 

総括／円借款実施促進支援担当者が、下記の内資金管理/ディスバース以外に関する業務につい

て、バゴ－西部で業務を行った期間及び移動に要した日を除き、12 月 2 日から 12 月 17 日の間に

ネピドーに於いて行い、またバゴ－西部に於いては 12 月 7 日から 12 月 13 日迄の間に行った。 

また、円借款資金管理支援担当者が、下記の内資金管理/ディスバースに関する業務について、

バゴー西部で業務を行った期間及び移動に要した日を除き、12 月 2 日から 12 月 17 日の間にネピ

ドーに於いて行い、またバゴ－西部に於いては 12 月 7 日から 12 月 13 日迄の間に行った。 

これらの現地業務においては、各関係者が下記の事項に係る第 3 次現地業務迄に行った助言・

指導を遵守して業務が行われているか否か、ネピドーの灌漑局本局及びバゴー西部の建設二課に

於いてフォローアップし、必要に応じ追加的支援を行った。尚、現地業務と次の現地業務の間の

日本人専門家が不在の期間も、現地雇用補助員（ローカルコンサルタント）が担当専門家と連絡

を取りつつフォローアップを行った。 

- 円借款の制度及び手続き（LA 発効を含む） 

- 事業の進捗状況/調達の状況 

- LA・調達ガイドラインへ等への準拠性/調達の適格性 

- ミャンマー政府内での各種手続きの決裁状況 

- 貸付実行請求額に係る協議 

- 貸付実行請求書類等の作成及び関係機関との連絡・調整 

- 必要な JICA への報告 

さらに、円借款資金管理支援担当者が、バゴー西部で業務を行った期間及び移動に要した日を

除き、2015 年 1 月 11 日から 1月 28 日の間にネピドーに於いて行い、またバゴ－西部に於いては

1月 18 日から 1月 22 日迄の間に現地業務を行った。尚、この 2015 年 1月の現地業務においては、

総括/円借款実施促進支援担当者の現地業務日程との関係上、事業管理に関するオペレーションマ
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ニュアルの作成に関して、同マニュアルに含まれる調達関連事項（総括/円借款実施促進支援担当

者担当部分）についても、必要事項の再確認を行った。 

個別の事項としては、アドバンス方式におけるサブ・アカウントと既存の灌漑局の口座との間

の資金移動について、大蔵省との個別協議を含めて、特に留意して事実関係の確認及び意見交換

を行った。その結果、灌漑局との会議（2014 年 1 月 14 日開催）において、本事業のアドバンス

方式における資金の流れ（決定版）が説明された。 

また、併せて、LA が 2014 年 12 月 24 日に発効したことから、JICA 宛提出すべき初回ディスバ

ース書類の作成に係る助言・指導（初回ディスバース請求の額をどのようにするかに係る引き続

きの協議を含む）を行った。この結果、2015 年 1 月 16 日付で初回ディスバース請求書が JICA 宛

てに送付された。 

(2) 建機・農機の調達支援 

本体事業の遅延により現場での施工監理能力強化援業務を実施できなくなったこと、他方建

機・農機の調達支援業務の必要性が高まったことから、先方政府との協議を踏まえて JICA と協

議した結果、11 月 4 日付打ち合わせ簿により、施工監理能力強化担当団員の残り人月全て及び

環境社会配慮関連業務担当団員の残り人月の一部を活用して調達支援業務団員を追加して投入

し、調達方法の検討・入札資料の作成、プロポーザル評価等機材調達のための各種手続きにつき

助言・指導を第 4次以降の現地業務において行うこととなった。このため、調達促進支援(1)担

当者が、農機・建機の調達方法の検討、入札資料の作成等機材調達のための各種手続きに関する

業務について、移動に要した日を除き、2014 年 11 月 17 日より 12 月 26 日まで、及び 2015 年 1

月 7日より 1月 17 日まで、ネピドーの灌漑局本局に於いて行った。 

機材調達関連業務としては、2015 年 10 月 28 日に JICA と ID で締結された Project Memorandum 

Annex II に従い、入札図書の準備、入札の公示・入札図書の配布、入札評価報告書の作成、契約

ネゴ、契約等の業務が明記された。これらのうち、現地業務に於いて、ネピドーの灌漑局本部及

び農業機械化局本部にて、建機は国際競争入札(ICB)、農機は限定国際入札(LIB)の調達準備の支

援を行った。この準備期間中に ID は JICA との合意に従い、機材仕様検討委員会、入札図書作成

員会、開札委員会、入札評価委員会を組織した。 

これらの結果、建機に関し PQ の新聞公示(1 月 9 日-16 日)と PQ 図書配布(13-19 日)、農機に関

し日本のメーカーに入札案内通知(12 日)と入札図書配布(19-21 日)など、灌漑局調達課によって、

建機は ICB、農機は LIB の調達手続きが執り行われた。 

[ 3-3-2] 環境社会配慮関連業務能力強化（ヤンゴン及びバゴー西部が活動拠点） 

環境社会配慮関連業務能力強化担当者が、2014 年 11 月 14 日に現地入りし、11 月 28 日までの

間ヤンゴンの灌漑局 調査課で担当業務の説明・打ち合わせを行った。その後、移動に要した日を

除き 12 月 1 日から 12 月 19 日までの間ピーの灌漑局 建設二課及びバゴー西部維持管理事務所と

環境管理・モニタリング計画、ステークホルダー会議の打合せを行った。灌漑 4 地区でのステー

クホルダー会議開催、環境管理・モニタリング体制及びモニタリング実施方法等を確認した後、

ヤンゴンに移動し 12 月 22 日から 12 月 26 日まで灌漑局 調査課にて、工事開始後の環境管理・モ

ニタリング計画について 終確認を行った。 

(1)環境管理・モニタリング計画の確認（灌漑局 調査課） 
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第 1 次調査に於いて作成したモニタリングの業務実施計画（「大気汚染（5 物質）」及び「騒

音・振動」）を再確認するとともに具体的な実施体制と実施方法について打合せを行い、業務実

施計画書を 終化した。モニタリングにあたっては、灌漑局 建設二課との密な連絡体制を構築し、

具体的な工事実施計画などの情報共有の促進を図る必要があることを確認した。 

(2)ステークホルダー会議開催の支援 

ステークホルダー会議のプログラム作成支援、協議内容の確認・助言、開催日程の調整を行っ

た。ステークホルダー会議は 1灌漑地区につき 1回（計 4回）灌漑局 建設二課の主催で開催され

た。会議には主催者側から建設二課とバゴー西部維持管理事務所の関係者、ステークホルダー側

から灌漑地区内の各集落代表者及び農家代表者が出席した。各会議においてはステークホルダー

側から多くの要望やコメント（用水不足の現状、排水不良の問題、灌漑施設の補修、道路・橋梁

の補修、本事業に対する期待など）が寄せられた。それに対し主催者側は、本事業により対象灌

漑地区の農業生産基盤が大幅に改善し、住民の生活水準の向上につながる旨説明した。 

(3)環境管理・モニタリング計画の確認（灌漑局 建設二課、バゴー西部維持管理事務所） 

「住民、一般のコメントに対する政府の対応状況」、「廃棄物」、「作業環境（安全を含む）/

事故」のモニタリング実施体制と実施方法を確認し、環境管理・モニタリングの業務実施計画書

を建設二課とバゴー西部維持管理事務所の関係者に配布・説明を行った。 

建設二課は、灌漑施設工事に関する詳細な情報（工程計画・施工方法・建設機械の投入計画・

労務計画・安全計画等）を、灌漑局 調査課及びバゴー西部維持管理事務所と共有することを確認

した。また、必要に応じ、建設二課とバゴー西部維持管理事務所は調査課が行うモニタリング（「大

気汚染（5物質）」及び「騒音・振動」）の一部を補佐することも確認した。 

環境社会配慮全般について、灌漑局が求められる責務と諸手続きについて「環境社会配慮ガイ

ドライン（2014 年 4 月）」と「Minutes of Discussion (30th October 2013)」を踏まえて説明し

た。 

(4)環境管理・モニタリング計画の最終確認（灌漑局 調査課） 

建設二課・バゴー西部維持管理事務所との協議結果を調査課に報告し、今後のモニタリング実

施体制と実施方法について確認した。また、「大気汚染（5 物質）」及び「騒音・振動」の測定

位置・測定条件等についても確認した。 

工事開始後は、複数の施工箇所が広範囲に散在し、調査課のモニタリング担当者だけでは現地

での対応が困難となる事態も想定されることから、「大気汚染（5 物質）」及び「騒音・振動」

のモニタリングについては必要に応じその一部を建設二課とバゴー西部維持管理事務所の担当者

に委託することを助言した。 

[3-4] 第 5 次現地業務（2015 年 2 月上旬～2015 年 4 月中旬） 

[ 3-4-1] 事業実施能力強化（ネピドー及びバゴー西部が活動拠点） 

調達促進支援(3)担当者が、農機・建機の調達方法の検討、入札資料の作成等機材調達のための

各種手続きに関する業務について、移動に要した日を除き、2月 4日より 2月 27 日までネピドー

の灌漑局本局に於いて行った。 
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建機に関しては、2月 4日に提出された PQ 書類の審査が行われ、結果は灌漑局から JICA ミャ

ンマー事務所に対して送付された。その後入札図書が発出され、書類に関する質問への回答が行

われた。農機に関しては、前月に発出された入札図書に対する応札者からの質問への回答、灌漑

局と農業機械化局による 2月 23 日に提出された入札の評価が行われた。評価結果は、完了次第灌

漑局から JICA ミャンマー事務所に対して送付された。 

更に、契約締結後の頭金の支払いを農機については 3 月末、建機については 4 月下旬を目標と

し、調達促進支援(1)担当者が、引き続き農機・建機の調達のための各種手続きに関する支援業務

について、移動に要した日を除き、3月 2日より 4月 13 日までネピドーの灌漑局本局に於いて行

った。これらの結果、農機は 3月中旬に、建機は 4月上旬に契約交渉を終えた。 

また、総括／円借款実施促進支援担当者が、資金管理/ディスバースに関する業務を含む下記の

業務を、バゴ－西部で業務を行った期間及び移動に要した日を除き、3月 4日から 3月 19 日の間

にネピドーに於いて行い、またバゴ－西部に於いては 3月 11 日から 3月 14 日迄の間に行った。 

- 円借款の制度及び手続き（LA 発効を含む） 

- 事業の進捗状況/調達の状況 

- LA・調達ガイドラインへ等への準拠性/調達の適格性 

- ミャンマー政府内での各種手続きの決裁状況 

- 貸付実行請求額に係る協議 

- 貸付実行請求書類等の作成及び関係機関との連絡・調整 

- 必要な JICA への報告 

これら一連の支援の結果、ディスバースされた円資金は、2 月下旬にはミヤンマー経済銀行ピ

ィ支店に開設されたサブアカウントにチャットに転換して入金され、その資金を使用してディー

ゼルオイル、セメント、砂利等の調達が開始された。 

[4] 国内作業  

[ 4-1 ] 業務完了報告書（案）等の作成 

実施業務の内容、実施機関の事業管理能力、施工監理能力に関する状況、今後に向けた提言、

留意事項等を盛り込んだ業務完了報告書（案）、及び事業管理に関するオペレーションマニュア

ル（案）を作成し、併せて既に第 3 次現地業務後に先方のコメントも踏まえて完成している施工

に関するマニュアルを添付し、JICA 東南アジア・大洋州部に対して提出・説明を行った。 

(1) 事業管理に関するオペレーションマニュアル 

今回の支援業務を通じて、円借款事業を実施する際の実施体制、具体的な手順、決裁に必要と

される期間などが明らかになった。また、灌漑局が業務を行う際に参考に供する資料等を提供・

説明した。これらを取り纏めて事業管理オペレーションマニュアルを作成した。 

(2) 業務完了報告書 

実施した支援事業の業務内容、灌漑局の事業管理能力、建設二課を主とした施工監理能力に関

する状況に加え、支援業務を通じて工夫した点、課題として残った点、更には今後に向けた提言

と留意事項等を抽出し、業務完了報告書（案）として取りまとめた。 



16 

 

[5] 第 6 次現地業務（2015 年 4 月上旬～4 月中旬） 

[ 5-1 ] 灌漑局への業務完了報告書（案）の説明 

総括／円借款実施促進支援担当者が、4月 5日から 4月 11日の間にネピドーに於いて行い、JICA

東南アジア・大洋州部に対して提出・説明を行った業務完了報告書（案）、事業管理に関するオ

ペレーションマニュアル（案）を ID に対して説明した。 

[6] 国内整理作業 

[ 6-1 ] 業務完了報告書の最終化及び JICA への提出 

JICA 及び灌漑局に対して説明した業務完了報告書（案）、事業管理に関するオペレーションマ

ニュアル（案）をその後に得られたコメントを踏まえて改定し、また第 3 次現地業務後に先方の

コメントも踏まえて完成している施工監理に関するマニュアルを併せて添付し、業務完了報告書

として取りまとめ、JICA 東南アジア・大洋州部に対して提出した。 

[ 6-2 ] 円借款本体コンサルタントへの業務引き継ぎ 

本業務終了後、借款本体コンサルタントが円滑に業務を行えるよう、本業務で得た情報・資料

等の提供を含め、十分な引き継ぎ準備を行った。 
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3. 業務実施運営上の課題・工夫・教訓 

3-1 事業管理能力強化 

3-1-1 業務実施の方法 

現地業務の実施方法等について、第 1 次現地業務開始以降に確認した事項等も踏まえ、以下の

工夫をしつつ実際の業務を行った。 

(1) 業務実施の場所 

当初計画では、第 1次現地業務の際にバゴー西部に於いて円借款手続きの説明等を行った後は、

基本的にはネピドーの灌漑局本部で業務を行うことを想定していた。しかし、第 1 次現地業務の

際に、セメント等本部で調達される資材も含め、コンサルタント及び建機・農機以外の支払いは

全てバゴー西部の建設二課に於いて行われる、また事業の予算案も建設二課で作成される等、建

設二課の業務範囲が予想よりも大きいことが判明したことから、第 2 次以降の現地業務に於いて

も、ネピドーに加え必ずバゴー西部でも助言・指導を行うこととした。 

(2) 事実関係の確認 

円借款手続き等に係る説明を行う一方、灌漑局の手続き等に係る事実関係の確認に、特に第 1

次現地業務に於いて多くの時間を割いた。その際、下記に留意して業務を行った。 

- 先方の方針・手続きが時間の経過に伴い変更されることが多々あることから、重要事項

については、現地業務毎に 新の情報を得るべく努めた。 

- 灌漑局の説明は、担当毎に視点・重点等が異なることから、一度聞いた説明は、関係す

る他のセクションでダブル・チェックすることを心がけた。 

- 各担当全てが英語に堪能というわけではないことから、説明を受けた内容を当方で文字

にして、その再確認を先方に求めることを、可能な範囲で行った。 

(3) 外部機関での確認 

灌漑局で確認した事実関係について、必要に応じ Myanmar Economic Bank(MEB)ネピドー本店及

びピィ支店、また財務省を往訪し、事実関係の再確認を行った。 

(4) 先行３案件コンサルタントからの情報収集 

灌漑局以外での事実確認を行うため、昨年 6 月に借款契約が締結された「貧困削減地方開発事

業（フェーズ 1）」等の 3 事業を対象とした円借款案件実施促進業務に従事する専門家との情報

交換も行った。 

(5)JICA 事務所との情報共有 

現地業務開始時毎に、必ず JICA ミヤンマーミヤ事務所で説明・情報共有を行う等、密な連絡に

努めた。また、担当ナショナル・スタッフとの情報共有のため、報告メモ等を可能な範囲で英文

にて作成するよう心がけた。 
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(6) 現地補助員の活用 

事業実施能力強化業務担当日本人専門家の業務補佐のため、会計業務の経験を有する現地補助

員（ローカルコンサルタント）を雇用した。同補助員はネピドーに常駐し、日本人専門家の現地

業務に同行すると共に、不在の期間も担当専門家と連絡を取りつつフォローアップ行った。 

また、同補助員は、事業管理に関するオペレーションマニュアルのドラフトのミヤンマー語への

翻訳作業も行い、 終ドラフトの翻訳作業終了後、他の専門家の校閲を受けて、右マニュアルの

翻訳を完成させた。 

(7) セミナー形式の説明と個別指導 

資金請求/ディスバースメント業務の適切かつ円滑な実施には、円借款のディスバースメント手

続きについて、直接の担当者に加え、事業に関係する人々に広く浸透させることが望ましいこと

から、対象を直接の担当者に限ることなく、関係者に広く説明すべく心がけた。具体的には、①

対象を直接の担当者に限ることなく、関係者を広く対象とした手続きの全体像と原則を貸付実行

方式等に係るパワーポイント説明資料を用いて説明するセミナーと、②直接の担当者を対象とす

る詳細かつ具体的な助言・指導を併せて行った。 

(8) 標準手続きの作成・説明 

第 1次現地調査での調査結果に基づいて、JICA 融資事業における標準支払い手続き案等を作成

し、第 2 次現地調査時に同案を説明し、先方からのコメントを求めた。同様に第 3 次現地調査時

においても、同案修正版を再度説明し、先方にコメントを求めた。 

上記標準支払い手続き案は、 終案に対する先方からのコメントを反映したものを、オペレー

ションマニュアルの一部としてまとめた。 

3-1-2 円借款事業の現状と業務実施結果 

 事業の現状及び上記業務の実施方法に記した事項に留意して行った業務結果は以下のとおりで

ある。 

(1) 円借款制度/各種手続き 

本業務開始時に 3-4 月と見込まれていた LA 調印は、大幅に遅れて 9月 5日となった。 

LA は 12 月下旬に発効した。発効手続きの中で灌漑局が行うことは、ミヤンマー財務省の指示

に従って Evidence of Authority/ Specimen Signature 関係書類を作成・提出することのみであ

ったことから、発効手続きで灌漑局がボトルネックとなることは無かった。 

JICA 審査時の Minutes of Discussion のアップデート及びその後の JICA と灌漑局間の合意事

項を纏めた Project Memorandum を LA 調印とほぼ同時期に調印することが計画されていたが、こ

れは若干遅れて 10 月下旬に署名された。 

(2)PIC 

LA 調印の遅れに伴い、PIC の設立も遅れたが、LA 調印に遅れることなく、また JICA と合意し
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たメンバーを変更することなく、設立された。 

PIC の機能と役割も、JICA 審査時に合意されておりであった。 

尚、農機調達の関連で PIC と Agricultural Mechanization Department (AMD)の関係について

は以下の通り整理され、PIC のメンバー等の変更は行われなかった。 

-  灌漑局が調達の責任を有するが、農機の専門知識等は灌漑局には無く AMD に有るので、実質

的な業務は AMD がやらざるをえない。 

-  よって、JICA 実施促進チームの農機調達支援担当者は、AMD と直接やりとりする必要がある。 

-  しかし、JICA との間で署名する Project Memorandum に添付する PIC/PMU の TOR 等を変更す

る必要は無く、灌漑局の会議に必要に応じ AMD の代表者が参加することで問題無い。 

-  AMD が実質的に行う業務に係る JICA への報告については、借款で雇用されるコンサルタント

の TOR にプログレスレポートの作成支援が含まれているので、適宜コンサルタントの支援を

受ければ実質的な問題は生じない。 

(3) PMU 

JICA 審査時に合意された機能と役割、メンバー等に大きな変更を行うことなく、また LA 調印

に遅れることなく、設立された。 

(4)調達 

調達品目及び調達の担当部局 

本業務開始時では、i) 灌漑局本局に於いて、国際競争入札（ICB）により建設/農業機械が（こ

の調達支援は、当初は本業務の対象外であった）、国内競争入札（LCB）により鉄筋/セメントが、

随意契約によりディーゼルオイルが調達される；ii) バゴー西部の建設二課に於いて、砂、骨材、

材木その他の品目の調達及び労働者の雇用が行われる、と JICA と灌漑局との間で合意済みであっ

た。但し、農業機械については、その後 Limited International Tender に変更された。また、本

業務終了時点で、セメントについても、ディーゼルオイルと同様に国営企業からの随意契約も認

める方向で、JICA が検討を行っていた。 

ミヤンマー政府の新調達ルール 

ミャンマーには調達に係る法制度が無かったため、2014 年 1 月に建設省公共事業局がドラフト

した新調達ガイドラインが作成された。本業務開始時における本灌漑事業への新ガイドラインの

適用についての考え方は、以下のとおりであった。  

-  新ガイドラインは、灌漑局本部及び建設二課の双方の民間企業からの調達に適用される。 

-  しかし、政府部門からの調達には適用されない。 

-  新ガイドラインに添付されているフォームの内、契約フォームは灌漑局本部における民間

企業からの調達に使用する方向で考えていたが、新ガイドラインに添付されている各種フォ

ーム類を本事業でどの程度使用するかについて、未決定であった。 

-  但し、例えばフォーム番号 24 や 28 等、灌漑局が現在使用しているフォームと同じものが
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多数有った。 

灌漑局の既往の調達・支払い手続きの詳細、及び使用している書類・フォーム類は、業務完了

報告書に添付する「事業管理に関するオペレーションマニュアル」に Attachment 1 として収録し

た。 

 尚、上記確認の過程で、本借款事業において、機械類を除く調達品目毎に、 初の契約は Request 

for Review of Contract として、2 番目以降は Notice of Contract として、英訳を付して JICA

に提出する必要があること、強調して説明した。 

財務省等による契約のレビュー 

先行借款案件では、契約書を関係省庁（財務省予算局、計画省 FERD、中央銀行、Attorney 

General’s  Office）がレビューする、とされていたが、これは内貨のみの契約についても行う

のか否か本業務開始時に於いては、必ずしも明確でなかった。よって灌漑事業での取り扱いにつ

いて確認したところ、以下のとおりであった。 

-  外国法人との契約は大蔵省と、中央銀行、及び Attorney General’s Office のレビューが必

要である。 

-  外国からの融資の下国際競争入札で決定される契約は、上記 3機関に加えて国家計画省のレビ

ューが必要となる。 

-  よって、円借款で国際競争入札により決定される契約は、上記 4機関のレビューが必要となる。 

-  他方、ミヤンマー企業との契約に上記レビューは求められていない。 

法人税源泉徴収等税金の取り扱い 

ミヤンマーの政府機関は、民間企業への支払い額から法人所得税として一定額を源泉徴収して

いる。他方、本灌漑事業については日本・ミヤンマー政府間の交換公文（EN）により、法人所得

税、個人所得税、関税について、日本国籍の者（Japanese nationals）は免税、商業税について

はミヤンマー側担当省が負担するとされている。それらを踏まえ、灌漑事業において税金の取り

扱いについて確認したところ、以下のとおりであった。 

-  法人所得税の取り扱いについては、2011 年 8 月 13 日付けの財務省指示に従っている。 

-  この指示では、ミヤンマー政府/政府機関は、民間企業への支払いから法人所得税を源泉徴収

しなければならない。 

-  その率は、ミヤンマー国籍の場合支払い額の 2.0%、非ミヤンマー国籍の場合支払い額の 3.50%

である。 

-  ミヤンマー政府/政府機関への支払については、法人所得税の源泉徴収は不要である。 

-  また、外国のサプライヤー/コントラクターへの支払いからの源泉徴収は不要であるが、外国

コンサルタントは免除されていない。 

-  源泉徴収された額は、財務省の Internal Revenue Department に支払われ、その支払いに対して

大蔵省は各支払い企業宛領収書を発行する。 

-  尚、商業税の源泉徴収は行っていない。 
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上記の現状を踏まえ、JICA 融資の下での取り扱いについて、以下説明した。 

-  日本企業/人は、ミヤンマー/日本政府間の交換公文により、JICA 融資による事業の下での法

人所得税、個人所得税、関税は免除、商業税はミヤンマー側担当省が負担するとされている。

しかし、ミヤンマー政府による免税の実施のためのルールは未だ作成されていないので、日本

企業が受注した場合には、税金の取り扱いについいて、財務省に確認する必要が有る。 

-  JICA は税金部分をディスバース対象とはしない。 

Specially Designated Nationals (SDN) 

  円借款事業では、米国の制裁リストの SDN（Specially Designated Nationals）に掲載されて

いる企業は入札参加資格が無いこと、本灌漑事業の審査時 MD に記載されていること、またそのリ

ストは定期的に更新されるので、必要の都度確認する必要があること、調達課長にリマインドし

たところ、同課長は本件について良く承知していた。 

(5) 資金管理/ディスバースメント 

バゴー西部における支払い 

当初は、JICA 融資事業に係る支払いについては、灌漑局本局のあるネピドー及び建設現場のバ

ゴー西部 (Construction Circle (2))の双方で行われるものと想定していた。第 1 次現地調査時

に灌漑局の Account Division においてヒアリングを行ったところ、アドバンス方式を使用する直

営工事部分については、ネピドーで調達手続きが行われるセメント等を含め、支払いは全てバゴ

ー西部で行われることが判明した。 

上記結果を受けて、バゴー西部においても、JICA の貸付実行方式を説明するとともに、直営工

事において現在行われている支払い方法・使われている証憑書類の内容・灌漑局本局からバゴー

西部への資金の流れ等についてヒアリングを行った。 

バゴー西部における説明、直営工事担当部局からのヒアリングは、第 1 次～第 5 次現地調査に

おいて実施した。 

アドバンス方式におけるサブ・アカウント 

現在の灌漑局本局から直営工事担当部局に対する資金の流れをヒアリングし、またアドバンス

方式を先方に説明する過程で、JICA からの貸付実行を受け入れる Designated Account（DA：円建

て口座）のみでは実際の支払いに支障を来す可能性が高まったことから、チャット建ての口座（サ

ブ・アカウント）を開設する必要性について、灌漑局本局及び直営工事担当部局双方と議論を行

うとともに、JICA 本部・事務所と協議を行った。なお、この議論においては、灌漑局本局・直営

工事担当部局のみならず、MEB ネピドー本店及ピー支店を往訪し、事実関係を確認した。 

現状自己予算を使用して直営工事を行う際、灌漑局本局から直営工事担当部局への資金移動は、

実際の資金送金を行うのではなく、直営工事担当部局が保有する銀行口座に上限付き資金引出権

を付与する形で行われている。より具体的には、灌漑局本局が MEB ネピドー本店を通じて（直営

工事部局が口座を保有する）MEB ピー支店からの引き出しについて Drawing Limit を設定してい

る。 

先方との議論の過程では、JICA 融資事業分については、幾つかの方法が検討されたが、 終的
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には以下のとおりとされた。 

- Designated Account (DA)を Myanmar Economic Bank(MEB)ネピドー本店に開設した後、チャッ

ト建ての Sub Account (SA)を MEB ピー支店に開設する。SA を使用して行われる支出は JICA 融

資事業用の支出のみに限られ、また、JICA 融資事業用の支出は、建設二課が保有する既存の銀

行口座を使用して行われることはない。 

- JICA からディスバースされた資金は、Loan Account を経由して上記 DA に円で送金された後、

チャットに転換されて SA に送金される。 

- 灌漑局は、議会で認可された予算の範囲内で、建設二課に対して SA からの Drawing Limit を

設定する。 

- JICA 融資事業を担当する建設二課の Assistant Director は、SA から引き出される資金によっ

てサプライヤー・労働者等への支払を行う（SA の引き出し権者は建設二課の Director）。 

- 支払い実績、支払証憑は毎月建設二課から灌漑局に報告が行われる。 

Banking Arrangement の締結促進 

JICA からの貸付実行に必要な手続き等を規定する Banking Arrangement(BA)は、JICA の定める

Paying Bank（三菱東京 UFJ 銀行）と借入人の Agent Bank（Myanmar Economic Bank）との間で締

結される必要がある。このため、第 1 次及び第 3 次現地業務前に、日本において三菱東京 UFJ 銀

行にコンタクトをとり、Banking Arrangement 締結の見込み等をヒアリングすると同時に、手続

き促進の依頼を行った。 終的に、BA は 2015 年 1 月 27 日付けで調印された。 

JICA に対する初回ディスバース請求送付 

LA 発効後に行われる、アドバンス方式における初回ディスバース請求額をどのようにするかに

ついては、第 3 次～4 次現地調査時に協議を行った。アドバンス方式の基本的ルールでは、向こ

う 6カ月分の資金需要をカバーする額をディスバース請求することになっているが、灌漑局側は、

3月で終了する会計年度との関係等を理由に、協議の過程では、 初の 3か月である 2015 年 1 月

～3 月の資金需要分のみをディスバース請求したい意向を示していた。第 2 回目以降のディスバ

ース請求のためには、支払を証明する齟齬のない証憑書類を回収のうえ JICA に送付することが求

められていることから、雨期に本格化する土木工事用の資材を遅滞なく調達するためには、 初

の 3 か月分のみならず、2015 年 4 月～6 月の資金需要見込み分も初回ディスバース請求に含める

ほうが望ましいとの説明を行ったところ、 終的には同需要額を含めて、JICA に対してディスバ

ース請求が行われ（約 675 百万円）そのうち、第 1インストールメントのディスバース （約 19

百万円）が、2015 年 2 月 17 日に実行された。 

(6) 事業資金の立て替え払い 

第 1次現地業務実施中に、LA 調印の遅れが明らかになり、本年雨季の灌漑施設の工事に着手で

きないことが懸念され、ミヤンマー政府側の立て替え払いで工事に着手する可能性について検討

した。その過程で、灌漑局内の各方面にヒアリングを行ったが、確たることは判明しなかったた

め、財務省予算局に確認したところ、以下の「予算承認/配布されていないものについて、立て替

え払いを行うことは不可能」との回答を得た。 
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-  本事業の借款部分の予算は「承認/配布されていない」というのが現状。 

-  借款は、LA ネゴが終わった段階で、先ず事業実施機関から計画省の Foreign Economic 

Relations Department (FERD)経由外国援助に係る委員会等の承認を得て、財務省に回付され、

その後内閣、国会の承認を得てから借款契約が署名される。 

-  署名後同じ経路で内閣迄上がり、そこで承認を受けると予算承認手続きが完了する（国会迄行

く必要無し）。 

-  承認されてない、かつ予算配布がなされていない使途について、立て替え払いを行うことはで

きない。 

(7) 農機調達 

4 月のミヤンマー正月休暇明けに、業務説明のためにチーム全員でネピドーの灌漑局本部を 4

月 24 日に訪問した際、冒頭大臣に呼ばれ、副大臣、灌漑局長等の幹部同席の下、借款による農業

機械調達の重要性についての説明を受けた。 

この問題は、JICA との間で協議中であり、また本業務の範囲外であったことから、大臣に対し

ては丁重に「頂いたお話は JICA に伝達する」旨説明した。 

その後 JICA と農業灌漑省との間で合意がなされ、本業務の第 4次現地業務以降で農機及び建機

調達の支援を行うこととなった。当初要請された農機の全体金額および数量は大規模であり、機

材調達支援専門家は 小限必要な規模と適正な機種の選定について農業灌漑省との間で意見交換

を行い、また現状を分析し、操作員や整備工の水準を引き上げることと管理できる規模から機材

計画を立案した。 

(8)事業管理に関するオペレーションマニュアル 

以下を勘案して、事業管理に関するオペレーションマニュアルを作成した。 

- 借款手続き等に係る汎用的マニュアルは、先行 3案件に従事するコンサルタントチームが作成

しているので、本マニュアルは本事業に固有の事項に重点を置いて作成した。 

- 灌漑局のスタッフが参考に供する合意文書、説明書類、マニュアル等は、整理してマニュアル

の Attachment として収録した。 

- また、灌漑局のスタッフに加え、日本側の関係者にとっても灌漑局の業務の内容と方法が理解

しやすいように、既往の業務実施方法を確認して記述し、使用しているフォーマット等の英訳

も付して、マニュアルの Attachment として収録した。 

3-2 施工監理能力強化 

施工監理は、施工部局である建設二課が行う施工管理について、その内容、プロセス、結果と

対策等について点検、確認、指導を行うものとし、施工部局が行う施工管理（品質管理、出来形

管理、工程管理、コスト管理、安全管理）と区分して施工監理マニュアルを作成した。 

バゴー西部地域の事業においては、灌漑局の施工部門である建設二課が工事を行う直営工事方

式であり、従来の工事においては、建設二課自体で施工の実施とともに施工管理および施工監理

を行ってきている。しかしながら、バゴー西部地域の事業の改修施設の規模はいずれも小さく、
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今までの工事では、品質管理、出来形管理や安全管理等は殆ど行われていない状況であり、施工

監理マニュアルに示している施工管理および施工監理の内容とはかなり異なっていると考えられ

る。 

従って、今後、施工監理を実施する円借款本体コンサルタントが選定され、工事および施工監

理を開始する場合には、まず施工部局が行う施工管理（品質管理、出来形管理、工程管理、コス

ト管理、安全管理）の内容や手続きのプロセス等について、本体コンサルタントと施工部局が協

議し、確認する必要がある。加えて、施工部局が適切に工事を実施、管理できるようにするのと

同時に、コンサルタントが適切に施工監理を行えるように、施工計画書、仕様書、工程表等の資

料が必要であり、これら必要資料の整備を施工部局である建設二課に申し入れる必要がある。 

さらに施工監理マニュアルに示されている品質管理、出来形管理等におけるスタンダード管理

値は、基本的に日本の農林水産省が制定している施工管理基準値が示されている。従って、これ

らの管理値をバゴー西部地域事業に適用するに当たっては、施設に要求される機能が適切に発揮

できる範囲を考慮し、従来から灌漑局で行われてきた管理の実態から判断して、灌漑局との協議

を通して適切に管理値を評価し、設定する必要がある。 

なお、施工監理マニュアルでは、品質管理における試験と評価などを、従来から灌漑局の事業

で品質管理を担当してきた ITC のピー事務所（試験室）に専属で依頼することとしている。これ

らの手続きの妥当性についても評価し、適用していく必要がある。 

3-3 環境社会配慮関連業務能力強化 

ミャンマー国の環境関連法 

ミャンマー国の環境関連法について常にモニタリングし、 新情報の入手を行った。 現在は、

Ministry of Environmental Conservation and Forestry より発出された、ENVIRONMENTAL 

CONSERVATION RULES: 5th June, 2014 が 新であることを確認した。 

環境管理・モニタリングの実施体制 

「大気汚染（5物質）」及び「騒音・振動」のモニタリングを担当する灌漑局 調査課の職員の

内、6 名がモニタリング担当者として選任された。モニタリング結果は工事中に於いては四半期

毎、工事完了後の２年間は年１回プログレスレポートの一部としてまとめられ、調査課の Deputy 

Director を通して PIC 及び ITC に報告される。 

「住民、一般のコメントに対する政府の対応状況」、「廃棄物」、「作業環境（安全を含む）/

事故」のモニタリングは建設二課・バゴー西部維持管理事務所が担当する。現時点では詳細な施

工計画がないため、モニタリングのスケジュールや現地へ派遣するモニタリング担当者は工事の

準備が整った段階で順次決めることとなった。モニタリング担当者は１つの現場に１名とし、工

事主任もしくはそれに準ずる職員（Staff Officer (SO)、Special Sub Assistant Engineer(SSAE)、Sub 

Assistant Engineer(SAE)、Engineer Survey (ES)等）が選任される。モニタリング結果は、各灌漑地

区を担当する Assistant Director がとりまとめ、PMU 及び MDBW に提出する。モニタリング結果

は工事中に於いては四半期毎、工事完了後の２年間は年１回プログレスレポートの一部としてま

とめられ、調査課の Deputy Director を通して PIC 及び ITCSVOに報告される。 

本体工事開始後は灌漑局 調査課、建設二課およびバゴー西部維持管理事務所が行うモニタリン

グと結果報告が適切になされているか確認する必要がある。 
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灌漑局 調査課の事務所はヤンゴンにあるため、建設二課およびバゴー西部維持管理事務所との

密な連絡体制を構築し、灌漑施設工事に関する詳細な情報（工程計画・施工方法・建設機械の投

入計画・労務計画・安全計画等）を共有することを灌漑局の担当部署に対し助言した。また、工

事開始後は、複数の施工箇所が広範囲に散在し、調査課のモニタリング担当者だけでは現地での

対応が困難となる事態も想定されることから、「大気汚染（5 物質）」及び「騒音・振動」のモ

ニタリングについては必要に応じその一部を建設二課とバゴー西部維持管理事務所の担当者が補

佐することについても助言した。 

モニタリング機材の確認と調達支援 

灌漑局 調査課が主体となって行うモニタリングの項目は、大気汚染（5物質）・騒音・振動及

び風向風速が対象となっている。これらのモニタリングに必要な機材の仕様を調査課と協議を行

って決定した。 

モニタリング機材の調達は灌漑局が自国予算によりミャンマー国内の代理店から直接調達する

予定である。調達にあたっては機材の仕様、メインテナンス方法、調達後の付属品と消耗品の調

達方法等について確認・助言する必要がある。 

ステークホルダー会議の支援 

4 灌漑地区のステークホルダー会議では環境社会配慮関連業務能力強化担当者が出席者に対し

灌漑開発事業の概要、環境社会配慮の事業に対する位置付け、モニタリング計画について英語で

説明した。会議では英語で作成した文書のミャンマー語版（カウンターパートが翻訳）を作成し、

出席者に配布することで理解の促進を図った。 

灌漑局は定期的に Township Meeting を開催し、地域住民に対し灌漑施設工事について説明して

いる。この Meeting で灌漑局が環境社会配慮とモニタリングについての情報等を説明すれば、住

民の理解がより深まるため、このような取り組みを積極的に行うよう要請する必要がある。 
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4. 業務目標の達成度 

4-1 事業の進捗 

4-1-1 LA の締結と発効 

本業務開始時に 2014 年 3-4 月と見込まれていた LA 調印は、大幅に遅れて 2014 年 9 月上旬、発

効は 12月下旬となった。 

4-1-2 事業実施体制の整備 

LA 調印の遅れに伴い PIC 及び PMU の設立も共に遅れたが、LA調印と相前後して JICA との合意ど

おりに設立された。 

4-1-3 コンサルタント雇用 

2014 年 10 月にプロポーザル招聘状が発出され、選定・雇用手続きが進められているが、コンサ

ルタントの業務開始は当初計画の 2015 年 3-4 月頃に対し 3ケ月前後遅れる見込である。 

4-1-4 ディスバースメント 

バンキングアレンジメント（BA）が 2015 年 1 月下旬に調印され、ほぼ同時期に第 1 回目のディ

スバースメント請求が灌漑局から JICA ミヤンマー事務所宛提出され、 初のディスバースメント

は 2月中旬に実行された。 

4-1-5 調達 

(1) ローカル調達：ID本部 

第 1回目のディスバースメント実行と相前後して、ディーゼルオイルの調達が開始された。 

(2) ローカル調達：建設二課 

ID 本部に於ける調達開始と相前後して、現場調達資機材の調達も開始された。 

(3) 農機・建機 

農機については 2015 年 1 月、建機については 3 月に入札図書が配布され、3 月中旬に農機、4

月上旬に建機の契約交渉を終えた。 

4-1-6 施工監理 

LA は 2014 年 9月上旬に調印されたが、締結の遅れのため準備が整わないことから、灌漑局が灌

漑施設の工事は 2014 年の雨季（6-12 月）には行わず 2015 年の雨期に開始するとしたことから、未

だ工事は開始されておらず、そのための施工監理も開始されていない。 

4-1-7 環境社会配慮 

施工監理と同じ理由、即ち工事が開始されていないことから、環境のモニタリングも開始されて
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いない。 

但し、本事業実施前に必要な地域住民に対する灌漑施設工事に係る説明は、本業務の支援を受け

つつ 4灌漑地区についてそれぞれステークホルダー会議を開催し、実施済みである。 

4-2 業務の進捗 

別添２の詳細活動計画に業務実施の当初計画と実績を対比して掲げてある。 

同表左の作業項目の内、”[1-1] 目的、趣旨、調査方法、現地業務工程の確認”から”[1-5] 現

地調査計画・対処方針の検討、及び JICA との協議”の国内準備作業から”[2-1] JICA ミャンマー

事務所への業務計画書・ワークプランの提出、業務計画の確認”から”[2-5] 環境社会配慮関連業

務”の現地業務（第 1次派遣）迄はほぼ当初計画どおり業務が進められた。 

しかし、第 1 次派遣期間中に LA 締結の遅れ及び締結時期の見通しが立たないことが確定的とな

ったことから、業務実施時期を調整した。具体的には、[3-1]の事業管理能力強化の内、LA締結以

前でも実施が必要な“円借款における手続きの理解促進と先方手続きの検討促進”に関する部分に

ついては６月に第 2次派遣として実施し、その後 LAの締結を待った。他方[3-2]の施工監理能力強

化については、工事が行われない状況で施工監理の助言・指導を行うことに十分な効果が認められ

ないことから、工事の開始を待つこととし、その間に国内作業として施工監理に関するマニュアル

の作成作業を前倒しで進めた。また、[3-3]の環境社会配慮関連業務についても、工事が行われな

い、かつ計測機器が調達されていない状況の下で計測機器を用いた実務指導等は行えないことから、

現地業務の実施を見送った。 

その後 9月上旬に LAが締結されたことを受け、[3-1]の事業管理能力強化を再開し、LA発行手続

きや資金ディスバース請求書類作成の支援を 10-11 月に第 3 次派遣として実施した。[3-2]の施工

監理能力強化については、国内作業により前倒しで作成した施工監理に関するマニュアルを第 3次

派遣で灌漑局に対して説明し、ミヤンマー語訳を含め前倒しで完成させた。[3-3]の環境社会配慮

関連業務については、第 3次派遣の段階では引き続き実施のタイミングを見極めることとした。 

その間に建機・農機の調達支援業務の必要性が高まったことから、先方政府と JICA との協議

を踏まえて JICA と協議した結果、11月に、施工監理能力強化担当団員の残り人月全て及び環境社

会配慮関連業務担当団員の残り人月の一部を活用して調達支援業務団員を追加して投入し、調達

方法の検討・入札資料の作成、プロポーザル評価等機材調達のための各種手続きにつき助言・指

導を行うこととなり、[3-1]の事業管理能力強化に含めて、第 4次及び第 5次派遣で現地業務を行

った。 

また、第3次派遣の段階では実施のタイミングを見極めていた[3-3]の環境社会配慮関連業務は、

事業実施官庁による事業の住民説明のメカニズム、状況、内容、モニタリング体制確認といった社

会配慮面に業務の重点を移して第 4次派遣で現地業務を行った。 

ミヤンマー政府は建機・農機の調達を 2015 年 10 月までに了することを強く要望し、そのため

には 2015 年 3月～4月にかけての調達支援が必要不可欠であった。しかし、その後業務開始時期

を 2015 年 3-4 月と想定していた借款本体コンサルタントの選定の遅れにより、2015 年 3月～4月

に予定される建機・農機の契約交渉、前払いへの借款コンサルタントによる支援ができなくなる

ことから、本業務で継続して支援するために業務期間が 4月迄延長され、かつそのための人月が

追加された。 

これに伴い、業務完了報告書（案）の灌漑局に対する説明時期が 2月下旬から 4月に、また業
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務完了報告書の提出時期が 2015 年 3月上旬から 4月末へと変更された。 

上述の通り、業務の一部が施工監理支援から建機・農機の調達支援へと変更されたこと、また LA

締結及び借款コンサルタントの選定の遅れ等、外的要因により本業務実施及び完了時期の遅れが若

干あったが、契約書で規定される業務は全て完了した。 

4-3 業務目標の達成度と今後の課題 

4-3-1 業務全般 

“1-2 業務の目的”に掲げたとおり、本業務は下記①及び②の全般的目的と、③④⑤⑥⑦の具体

的目的を掲げて開始されたが、LA調印の遅れから⑥は対象外となった。 

全般的目的 

① 灌漑局が借款本体事業の適切な実施に必要とする円借款事業管理及び施工監理の能力強化

への支援。 

② 借款資金で雇用される借款本体コンサルタントが着任する迄の間に適切な事業管理及び施

工監理を実施するための支援。 

具体的目的 

③ PIC の機能と役割の適切・明確な規定、また PIC 委員及び事業関係者による PIC の機能と役

割に係る的確な理解及び PIC の適切・効率的な運営の担保。 

④ PMU の機能と役割を適切・明確な規定、ユニットメンバー及び事業関係者による PMU の機能

と役割に係る的確な理解及び PMU の適切・効率的運営の担保。 

⑤ 先行して着工する北ナウィン灌漑地区及び南ナウィン灌漑地区整備に於ける適切な資機材

等の調達と支出管理の担保。 

⑥ ITC の施工監理業務（施工部局が行う施工管理（品質管理、安全管理、工程管理、出来高管

理）に関する点検・指導を含む）の能力強化。 

⑦ 環境社会配慮のモニタリングを担当する灌漑局調査課(Investigation Branch)の環境社会

配慮に関する能力強化。 

これらの内、全般的な目的である能力強化と借款コンサルタントが着任する迄の間の事業実施を

支援するという目的自体は達成された。また個別目標についても、PIC/PMU が JICA との合意どおり

設立されたこと、調達及びディスバースメントも JICA との合意に沿って開始されたこと、環境モ

ニタリング実施も JICA との合意に沿って準備されていること、住民への事業の説明も既に行われ

たこと等から、事業実施体制の整備・事業実施の準備という観点からは概ね達成されたと言える。 

しかし、LA調印の遅れから事業実施が本格化する前に本業務が終了することから、事業実施中の

オン・ザ・ジョブの指導は十分には行われていないことから、準備された実施体制がきちんと機能

するか否か、またそのための能力が十分強化されているか否か、今後事業実施が本格化する過程で

注意深く観察し、必要に応じ借款コンサルタント或いは JICA の他のスキームを通じての支援を検

討・実施する必要がある。 

4-3-2 事業管理能力強化 

ローカル調達は JICA との合意に沿って開始されたが、始まったばかりで実務指導は十分には行
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われていないことから、能力強化と体制の整備の観点から、例えば ID本部に於ける鉄筋の入札/契

約及び建設二課に於ける砂利/材木等の資材の入札/契約、更には調達した資材の在庫管理等につい

て、注意深く観察し、必要に応じタイムリーな支援を行う必要がある。 

資金管理能力強化については、第 1次から第 4次の全ての現地業務において、JICA に対するディ

スバース請求書類に係る説明を行った。バンキングアレンジメント締結の後、アドバンス方式にお

ける第一回目ディスバース請求書が JCIA に送付され、そのうち第 1 インストールメントのディス

バースが 2015 年 2月 17 日に実行されたことにより、第一段階は達成できたと考えられる。 

他方、LA締結の遅れ等に伴って全体のスケジュールが後ろ倒しになったことから、アドバンス方

式における第二回目ディスバース請求書作成・提出は、本業務実施期間終了後に行われることにな

った。アドバンス方式における第二回目以降のディスバース請求書には第一回目のディスバース請

求書には添付されない Reconciliation Statement や支払証憑を添付する必要がある。これらの書

類作成に関する説明は第 1次～第 4次現地業務において説明を行ったが、灌漑局側の理解度につい

ては不透明な点が残るため、今後の灌漑局の対応を見る必要がある。 

尚、アドバンス方式における資金の流れについては、灌漑局として本方式を初めて採用するにあ

たり、若干時間を要したものの、 終的に JICA として受け入れることができる内容のものを設定

しており、概ね当初目的が達成されたと考えられる。 

他方、コンサルタント及び農機・建機の支払いにはトランスファー方式が用いられることとなっ

ており、同方式について ID に対して説明は行ったが、同方式による支払いは未だ行われていない

ことから、同方式による支払いが行われる際には注意して見守る必要が有る。 

機械調達においては、IDや AMD は日本企業の製品を強く要望しており、それに対応すべく、農機

調達での LIB 導入、建機調達での PQ 実施、詳細な技術仕様の設定、ミャンマーディラー各社にお

けるアフターセールサービス体制の厳しい評価などを行った。また、ミャンマー側は早期の調達を

希望し、特に農機に係る 2015 年 10 月までに調達するという方針に対応すべく、スケジュール管理

に基づいて調達業務を急ぎ、農機は 3月中旬に、また建機は 4月上旬に契約交渉を終えた。 

しかし、今後 Attorney General’s  Office 等による契約書のレビュー、税金の取り扱いの確認、契

約書署名、前払い金のトランスファー方式による支払い、農機・建機の検収等の業務が残っており、こ

れらの業務が適切に行われるよう注意して見守る必要が有る。 

4-3-3 施工監理能力強化 

施工監理能力強化は、既述のとおり灌漑局が今年度の灌漑施設の工事を行わないとしたため、実

際の施工監理は行われないこととなり、本年度での ITC による施工監理の役割はなくなり、ITC へ

の助言・指導も行う必要がなくなった。よって、前倒しで作成した施工監理に関するマニュアルの

完成を以て当該業務は完了となった。 

尚、2015 年以降の施工監理業務は、円借款で雇用されるコンサルタントが担当することとなる。 

4-3-4 環境社会配慮能力強化 

第 1次現地業務で、環境管理計画及び環境モニタリング計画の項目とその内容の確認、機材によ

るモニタリング項目の測定期日を定めた具体的な業務実施計画の作成支援、必要な計測機材のスペ

ック決定支援、住民・一般のコメント/廃棄物/作業環境（安全を含む）/事故等に対する対応の必

要性についての説明・指導を行った。 
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第 4 次現地業務では、環境管理・モニタリングの具体的な実施体制及び実施方法を確認し、業務

実施計画書を 終化し、灌漑局 調査課・建設二課・バゴー西部維持管理事務所・灌漑技術センタ

ーの関係者に配布・説明を行った。 

また、第 4次現地業務でステークホルダー会議の開催を支援し、灌漑地区毎に会議が開催された

（計 4回）。会議では、ステークホルダー側からのコメントに対し主催者側が適切に回答している

ことを確認した。 

しかし、施工監理能力強化と同様に、灌漑局が今年度の灌漑施設の工事を行わないとしたため、

現時点では計測機器が調達されていない。このため、現地業務で計測機器を用いた実務指導、住民・

一般のコメントへの対応等は行えていない。灌漑局は本体工事で設計・施工監理を行う日本人エン

ジニアが灌漑局の担当者に対し、それらの指導を行うことを希望している。 

4-3-5 借款コンサルタント不在時の留意事項 

借款コンサルタントの選定が遅れており、契約交渉はミヤンマー正月の休暇明け以降となること

が確実であり、その後ミヤンマー政府により契約書のレビューに数カ月かかることを勘案すると、

2015 年雨期の灌漑施設工事は借款コンサルタント不在のまま開始されることがほぼ確実な状況と

なっている。よって、借款コンサルタント不在時に留意すべき事項について、これまでの記述と重

複が有るが、一覧できるよう下に記す。 

プロジェクト全般 

- JICA との密な連絡を行うこと。 

- 案件進捗報告書を四半期毎に作成・JICA 宛提出すること。 

農機/建機調達 

- 建機契約交渉を適切に行うこと。 

- 農機/建機の支払いをトランスファー方式により適切に行うこと。 

- デリバリー先であるヤンゴン指定倉庫でのパッキングリストに基づく機材の員数検査を適切に行う

こと。 

- ヤンゴン指定倉庫での機材の組立を適切に行うこと。 
- 機材を Project Sites まで適切に輸送すること。 
- Project Sites での作動試験と操作員への初期指導、シニアの操作員と機械工に対する訓練を適

切に行うこと。 
- Project Sites での 終検査を適切に行うこと。 
- 農機調達で AMD が新設する AMS(農業機械化ステーション、Paungde Township)の進捗状況

確認と操作員の育成が適切に行われること。 

尚、借款コンサルタントチームには機材調達支援のコンサルタントが含まれないことから、必要に応じ

他の支援方策の検討を行うことが望ましい。 

ID 本部における資材調達 

- 鉄筋等の入札が適切に行われること。 
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Con (2) における資材調達 

- 入札及び見積もり合わせが適切に行われること。 

資金管理/ディスバースメント 

- 銀行手数料は JICA の融資適格対象ではないので、ミャンマー経済銀行（MEB）は Designated Account

（DA）から引き落とすこと無く、政府の自己予算分から支払われるようにすること。 

-  DA から引き出した円をチャットに転換した日の換算レート証明書を保管すること。 

-  法人税源泉徴収分は JICA の融資適格対象ではないので、当該部分を控除した分のみを JICA の貸し

付け対象とすること。 

-  インボイス、領収書等の必要支払書類が、金額・日付・支払承認権者のサイン等の観点から適切に作

成されること。 

-  原則として四半期ごとに JICA に対して貸付実行請求書類を提出することが求められており、事業現

場での資金需要を適切に把握すること。 

-  Reconciliation Statement がフォームに沿って適切に作成されること。 

-  トランスファー方式による支払いの際、Transfer Instruction を適切に作成し、Paying Bank に提出する

こと。 

-  上記書類を JICA 宛提出する際、インボイスとは別に、ブロシャーで定める Claims for Payment（サプ

ライヤーが作成）を添付すること。 

施工監理 

- 従来の小規模工事において、建設二課は品質管理、出来形管理、安全管理等にあまり注意を払

ってこなかったことから、施工管理マニュアルを参考にして、施工計画書（設計図、仕様書、

工事計画及び方法、工程及び進捗表、安全対策プラン、安全施工プラン等を含む）を作成し、

適切に品質管理、出来形管理、安全管理を行うこと。 

環境社会配慮 

- 必要な環境モニタリング用の計測機器を適切に調達すること。 

- 計測機器の操作マニュアルを入手する、或いは納品したミャンマー国内の代理店から指導を受

ける等、計測機器の使用方法を適切に習得すること。 



別添 １： 業務のフローチャート 
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第
六
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派
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[2] 第一次現地業務（2014年3月下旬～5月下旬）

[2-1] JICAミャンマー事務所への業務計画書・ワークプランの提出、業務計画の確認

[2-2] 灌漑局への業務内容説明と確認

[1] 国内準備作業（2014年3月下旬～4月上旬）

[1-1] 目的、趣旨、調査方法、現地業務工程の確認

[1-2] 事業内容、進捗状況、実施機関の確認

[1-3] JICA調達ガイドライン、ミャンマー国内関連手続きの確認

[1-4] 業務計画書、ワークプランの確認

[1-5] 現地調査計画・対処方針の検討、及びJICAとの協議

ワークプラン

[2-3] 事業管理能力強化（ネピトーを活動拠点）

・灌漑局の関係部局と協議、PIC/PMUの準備状況、資機材調達状況の確認

・状況に応じ、PIC/PMU立ち上げ、役割・機能の明確化への助言・指導

・L/A, 調達ガイドラインへの準拠性、調達の適格性につい助言・指導

・各種必要書類の決裁手続き（スケジュール）のフォロー

・貸付実行請求書類の作成、貸付関連機関間の連携・調整について指導・支援

・借入人・実施機関によるJICAへの案件進捗報告書（特にPSR）作成支援

[3] 第二次～第五次派遣期間（2014年6月上旬～2015年1月下旬）

業務計画書

[2-4] 施工監理能力強化（バゴー西部を活動拠点）

・ITCのSV方針確認、既存資料のレビュー、業務実施計画（案）・実施体制（案）を協議、作成

・受益農家の利用しやすい設計、維持管理体制になっているか農家の意見を踏まえて確認

[2-5] 環境社会配慮関連業務（ヤンゴンを活動拠点）

・灌漑局調査課と環境管理計画、環境モニタリング計画を確認、業務実施計画の作成支援

・環境モニタリングに必要機材を確認、不足の場合は調達支援

[3-1] 事業管理能力強化（ネピトーを活動拠点）

・円借款制度、各種手続きへの指導、L/A発効必要書類提出に係る指導・支援

・案件の進捗状況、調達状況の確認

・L/A、調達ガイドラインへの準拠性、調達の適格性につい助言・指導

・各種必要書類の決裁手続き（スケジュール）のフォロー

・貸付実行請求書類の作成、貸付関連機関間の連携・調整について指導・支援

・借入人・実施機関によるJICAへの案件進捗報告書（特にPSR）作成支援

[3-2] 施工監理能力強化（バゴー西部を活動拠点）

・ITCへの助言・指導（6月～12月までは現地調査補助員との組み合わせで現場への張り付け）

[3-3] 環境社会配慮関連業務（バゴー西部を活動拠点）

・施工開始後、業務実施計画に基づき、環境社会配慮が順守されるように助言・指導

業務進捗報告書

（2014年9月下旬）

[4] 国内作業期間

[4-1] 業務完了報告書（案）、事業管理に関するオペレーションマニュアル（案）、施工に関するマニュアル

（案）の作成、JICAへの提出と説明

・実施業務の内容、実施機関の事業管理能力、施工管理能力に関する状況のとりまとめ

・今後に向けた提言、留意事項の記載

・先方事業実施機関と協議し、実現性のある事業オペレーションマニュアル、施工マニュアルの作成

[5] 第六次現地派遣（2015年2月）

[5-1] 業務完了報告書（案）、事業管理に関するオペレーションマニュアル（案）、施工に関するマニュアル

（案）を灌漑局に対して説明

[6] 国内整理作業

[6-1] コメントを踏まえて改定、業務完了報告書を取り纏め、JICAに提出

[6-2] 円借款本体コンサルタントに対して、業務の引き継ぎ実施

事業管理オペレーショ

ンマニュアル（案）

施工マニュアル（案）

業務完了報告書



別添 ２： 詳細活動計画 

 

 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4

                  全体工程

作業項目

[1-1]
目的、趣旨、調査方法、現地業務工程
の確認

[1-2] 事業内容、進捗状況、実施機関の確認

[1-3]
JICA調達ガイドライン、ミャンマー国
内関連手続きの確認

[1-4]
業務計画書、ワークプランの確認

[1-5]
現地調査計画・対処方針の検討、及び
JICAとの協議

[2-1]
JICAミャンマー事務所への業務計画
書・ワークプランの提出、業務計画の
確認

[2-2] 灌漑局への業務内容説明と確認

[2-3]
事業管理能力強化（ネピトーを活動拠
点）

[2-4]
施工監理能力強化（バゴー西部を活動
拠点）

[2-5]
環境社会配慮関連業務（ヤンゴンを活
動拠点）

[3-1]
事業管理能力強化（ネピトーを活動拠
点）

[3-2]
施工監理能力強化（バゴー西部を活動
拠点）

[3-3]
環境社会配慮関連業務（バゴー西部を
活動拠点）

国
内
作
業

[4-1]

業務完了報告書（案）、事業管理に関
す る オ ペ レ ー シ ョ ン マ ニ ュ ア ル
（案）、施工に関するマニュアル
（案）の作成、JICAへの提出と説明

第
6
次
派
遣

[5-1]

業務完了報告書（案）、事業管理に関
す る オ ペ レ ー シ ョ ン マ ニ ュ ア ル
（案）、施工に関するマニュアル
（案）を灌漑局に対して説明

[6-1]
コメントを踏まえて改定、業務完了報
告書を取り纏め、JICAに提出

[6-2]
円借款本体コンサルタントに対して、
業務の引き継ぎ実施

計画:

実績:

年度   2014                                                                                                              2015

調査期間

国
内
準
備
作
業

国
内
整
理
作
業

第
1
次
～

第
5
次
派
遣

事業管理ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝﾏﾆｭｱﾙ（案）

：現地業務 ：国内作業

国内準備作業

業務計画書

ワークプラン

業務進捗報告書

施工監理マニュアル（案）

業務完了報告書

第２次ー５次派遣期間

国内作業

第６次派遣 Field Work第１次派遣

：国内作業：現地業務

施工監理マニュアル（案）の灌漑局への説明

施工監理マニュアル（案）の作成
業務完了報告書と事業管理ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝﾏﾆｭｱﾙ（案）

の作成とJICAへの説明

業務完了報告書と事業管理ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝﾏﾆｭｱﾙ
（案）の灌漑局への説明
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2014年 2015年

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月

(24日) (21日) (18日) (15日) (15日) (9日)

3/30-31 4/1-6,22-30 　5/16 10/6 11/1 12/2-17 3/4-19 4/5-11

(2日) (1日) (16日)

(9日) (24日) (8日)

4/22-30 　 5/24 10/25 11/1

(1日)

(21日) (15日) (15日) (15日) (15日)

4/22-30 5/11 10/18 11/1 12/2-17 1/11-28

(1日) (16日)

(20日)

4/22-30 5/11

(30日)

11/14 12/28

(28日)

(42日) (28日) (43日)

11/17 12/26 1/7-17 3/2 4/13

(26日) (11日) (13日)

(30日)

2/4-27

(24日)

416 13.87

1.00

実績 0 24 0.80

426 14.20
現地業務小計

計画

実績

実績 0 0 0.00

日笠　基嘉
(調達促進支援(3)）

計画 1 30

須藤　晃
(調達促進支援(2)）

計画 0 0 0.00

実績 1 45 1.50
(17日)

(9日) (11日)

新井　伸一
(調達促進支援(1)）

計画 2 113 3.77

実績 1 94 3.13

澤田陽士
(環境社会配慮）

計画 1

石川秀樹
(環境社会配慮）

計画

(14日) (30日)

1 20

30

0.67

実績 1 20 0.67

1.00

2.70
(9日) (11日) (12日) (14日) (18日)

玉石錬太郎
(円借款資金管理支援）

計画 5 81 2.70

実績 2
6/9-20

81

森建彦
（施工監理能力強化）

計画 7

111 3.70
(9日)

実績 3

6/9-20

111 3.70
(6日) (9日)

41 1.37

実績 1 41 1.37
(9日) (24日) (7日)

(16日) (7日)

担当業務
渡航

回数

日数
合計

人月
合計

田辺　輝行
（業務主任者／円借款

実施促進支援）

計画 7

(16日) (12日) (26日)



 

     

2014年 2015年
3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月

4/7-9,16-18 5/16-18,26-28 6/2 6/25 8/27 10/1,3 12/22-24 1/26-28 3/23-26 4/23-26

(3日)

3/25-27 5/26 6/2 7/14-18 8/27

(3日)

3/28 5/12,26-27 6/2 6/25 8/27 10/3,10 12/22,26 1/30 2/2,9

3/25-27 6/2 8/27 10/15-17 11/10

(3日)

11/11-13 3/9-13

11/10-16 2/27-28 4/14-21

2/16-18 3/2-3 4/18-21

3/1-4 4/8-12

△ △ △ △
業務計画書・ワークプラン Pｒ/R

20.53

126.6 6.33

133.2 6.66

0.60

0.54

2.24

28 1.40

報告書等
DC/R C/R

凡例：　　　　          ：業務従事実績；　　　　　　　　　 ：業務従事計画　　　             　　　

0.00

実績 9 0.45

日笠　基嘉
(調達促進支援(3)）

計画

国内業務小計

合計

計画

実績

計画

実績

(4日) (5日)

552.6 20.53

549.2

須藤　晃
(調達促進支援(2)）

計画 4 0.20

実績 8.4 0.42
(3日) (4日)

実績 17 0.85
(7日)

(3日)

新井　伸一
(調達促進支援(1)）

計画 12

澤田陽士
(環境社会配慮）

計画 3 0.15

実績 8 0.40

(2日)

実績
4/16,18

10.8 0.54
(2日) (1日) (1日) (3日)

計画 10.8

0.80

実績
4/16,18

16 0.80
(1日) (2日) (3日) (1日)

計画 16

(1日) (1日) (2日) (2日) (2日)(1日)

(1日) (3日) (12日)

1.80

実績
3/25-28

36 1.80
(4日) (3日) (6日) (1日) (3日)

実績
4/16,18 9/26,29,30 10/1-24

(2日) (1日)

田辺　輝行
（業務主任者／円借款

実施促進支援）

計画 36

(1日) (1日) (2日) (4日)

0

(0.8日)

石川秀樹
(環境社会配慮）

玉石錬太郎
(円借款資金管理支援）

森建彦
（施工監理能力強化）

(4日)(4日)

(5日)

(8日)

(1.4日)

計画 44.8

(1日) (5日)

担当業務
渡航

回数
日数
合計

人月
合計



別添 ４：主要面談者/コンタクト先リスト 

農業灌漑省 

Mr. Myint Hlaing: Minister 

Mr. Khin Zaw: Deputy Minister 

灌漑局 

Mr. Kyaw Myint Hlaing : Director General 

Mr. Tint Zaw: Deputy Director General 

Mr. Kyaw Zaw: Director, Planning and Work Divisions 

Mr. Aung Bo: Deputy Director, Planning and Works Division 

Ms. Aye Aye Hlaing: Deputy Director, Planning and Works Division 

Mr. Myo Aung: Assistant Director, Planning and Works Division 

Dr. Mu Mu Than: Assistant Director, Planning and Works Division 

Mr. Htay Aung Tint: Staff Officer, Planning and Works Division 

Mr. Tint Lwin: Director, Procurement Division 

Mr. Thein Htay Aung: Deputy Director, Procurement Division 

Ms. Soe Soe Ohn: Staff Officer (Account); Procurement Division 

Mr. Tun Kyaw Soe: Chef Mechanical Engineer 

Mr. Mg Mg Cho: Deputy Director, Mechanical Division 

Mr. Win Nyunt: Assistant Director, Mechanical Division 

Ms. Aye Aye Myint: Director, Account Division 

Ms. Yin Thien: Assistant Director, Account Division 

Ms. Aye Mar Pe: Assistant Officer, Account Division 

農業機械化局 

Mr. Soe Hlaing: Director General 

Mr. Myint Zaw: Deputy Director General 

Mr. Aung Win: Deputy Director, Research and Technology Division (JICA Loan Project Manager) 

Mr. Ko Ko: Deputy Director, Equipment and Store Division 

Ms. Ei Ei Khin: Staff Officer, Planning Division (JICA 2KR Project Manager) 

建設二課 

Mr. Myint Htun Latt: Director 

Mr. Ko Ko Htay: Deputy Director 

Mr. Hla Win Myint: Assistant Director (1) 

Mr. Tin Maung Wai: Assistant Director (2) 

Mr. Aung Moe Win: Assistant Director (3) 



Ms. Khin Mar Myint: Account Officer 

Mr. Win Kyaing: Staff Officer 

Mr. San Thein: Staff Officer 

Mr. Aung Kyaw Oo: Staff Officer 

Mr. Nay Myo Aung: Staff Officer 

バゴ西メインテナンスディビジョン 

Mr. Soe Aung: Deputy Director 

Mr. Myint Thaung: Assistant Director 

調査課 

Ms. Myint Myint Than: Assistant Director (Soil Survey Section) 

Mr. Phyo Wai: Staff Officer (Soil Survey Section) 

灌漑技術センター  

Mr. Zaw Min Htut: Director  

Dr. Maung Maung Naing: Assistant Director 

Mr. Aung Win Swe: Staff Officer 

Ms. Myint Myint Sein: Staff Officer of Laboratory (Pyay Office)  

財務省 

Ms. Ni Ni Than：Deputy Director, Budget Department/ Treasury Department 

Ms. Kay Zin Latt: Staff Officer, Budget Department/ Treasury Department 

ミヤンマー経済銀行 

Mr. Myint Oo: General Manager, Nai Pyi TawHhead Office 

Mr. Than Lwin Oo: General Manager, Nai Pyi Taw Head Office  

Mr. Win Naing Oo: Deputy General Manager, Nai Pyi Taw Head Office, 

Ms. Sint Sint Aung: Deputy General Manager, Nai Pyi Taw Head Office 

Mr. Thu Ra: Assistant General Manager, Nai Pyi Taw Head Office 

Mr. Kyaw Zin Oo: Manager, Pyay Branch (Predecessor) 

Mr. Htet Naing: Pyay Branch (Successor) 

先行３案件コンサルタントチーム 

金沢忠義幸: OPMAC  

橋本淳: めなむアドバイザリー 

持田 智男:OPMAC  

山下一義: OPMAC  

国際協力機構ミヤンマー事務所 



田中雅彦: 所長 

稲田恭輔: 次長 

黒沼健二: 駐在員 

山崎陽子: 企画調査員 

徳重佳史: 企画調査員 

U Tun Myint Thein: Program Officer 

Dr. Phyo Thet Lwin: Program Officer 

 



別添 5：環境社会配慮資料集 

APPENDIX 5: Project Document of Environmental and Social 
Considerations:  

目次 

Table of Contents 

APPENDIX 5-1 Environmental Conservation Rules (5th June, 2014) 

APPENDIX 5-2 Work Plan (Environmental and Social Consideration for Irrigation Development 

Project in Western Bago Region) 

APPENDIX 5-3 Record of Stakeholder Meeting (Photograph) 

APPENDIX 5-4 Attendant List of Stakeholder Meeting 
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